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序 文 

 

 財団法人 海外貿易開発協会（JODC）は、従来から経済産業省の補助対象事業として、

我が国中小企業の国際展開円滑化に資することを目的に、中小企業が海外においてビジ

ネス活動を行う上での環境整備に取り組んでおります。 

 大企業を中心とした日本企業のグローバル化に伴い、中小企業も、大手企業と共に、

海外での事業展開を拡大させておりますが、大半の中小企業では、海外での事業展開の

経験が乏しく、人材を中心とした経営資源が限られている事から、会計、税務、労務等

の大きな経営課題について、自社内での問題解決が難しいケースが多いものと思われま

す。ＪＯＤＣでは、こうした状況を踏まえ、会計、税務、労務等の分野の専門知識を持

つ専門家による経営課題解決を支援する事を目的とした「進出日系中小企業等支援事

業」を平成 18年度より新たに開始し、初年度と 2 年目となる平成 19年度にはベトナム

及びタイの 2 カ国において、現地会計事務所等によるセミナー開催及び個別相談を実施

し、その内容について報告書をとりまとめ、広く関係各位に供覧致しました。 

また、平成 19 年度には、インドネシアにおいて、従来の情報提供・個別相談から一

歩踏み込んだ進出日系中小企業を対象とした中小企業診断士による診断事業を実施、経

営指導及び現場改善の専門家である中小企業診断士を各個別日系中小企業に派遣し、経

営診断による改善のための提言を行いました。 

 進出日系中小企業等支援事業の 3 年目となる平成 20 年度は、ベトナムにおいては、

会計、税務、労務等の分野の専門知識を持つ専門家による経営課題解決支援について、

一定の成果を上げえたと判断し、インドネシアで診断先企業全社から「改善のきっかけ

となった」との高い評価を得た「中小企業診断士の派遣事業」を実施することとしまし

た。 

 本報告書は、本事業活動概要をご紹介すると共に、進出日系中小企業が共通して抱え

ている課題とその解決方法の取りまとめ、及び本事業における診断先企業への提言の内、

一般企業にもご参考になると思われる内容を抜粋し、掲載しております。本報告書がベ

トナムのみならず、広く海外に進出しておられる日系中小企業各位のお役に立つことを

願っております。 

 末尾ながら、本事業の実施にあたり、種々のご協力を賜りました在ベトナム日本国大

使館、日本貿易振興機構（JETRO）ハノイセンター／ホーチミン事務所、ベトナム日本

商工会／ホーチミン日本商工会、ベトナム日本人材協力センター並びに各地工業団地事

務局を始め多くの関係者に対し、心からの感謝を申し上げます。 

 

2009年 3 月 

財団法人 海外貿易開発協会 

 理事長 小林 惇
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第Ⅰ章 JODC 中小企業診断士派遣事業の活動概要 

 

1.JODC 進出日系中小企業等支援事業の経緯 

 弊協会は、経済産業省の補助事業として、従来から日本の中小企業の国際展開円滑化に資すること

を目的とした活動に取り組んでいるが、平成 18 年度より「進出日系中小企業等支援事業」を展開し、

会計、税務、労務など、自社内で問題解決が難しいと思われる経営課題の解決へ向けた支援事業を行

った。 

 初年度と 2 年目は、タイ及びベトナムにおいて、現地在住の日本人会計士等を講師とする税務・会

計セミナーを開催し、「進出日系中小企業の経営課題とその対忚～税務・会計・投資～」（タイ編及び

ベトナム編）と題する報告書を取りまとめた。 

又、2 年目には、インドネシアにおいて、新たに経営・現場改善を目的とした「中小企業診断士派

遣事業」を展開し、本取組みを「進出日系企業の経営課題とその対忚～中小企業診断士による経営診

断事例～」（インドネシア編）と題する報告書に取りまとめた。両報告書ともに、関係各位に広く配布

すると共に、JODC ホームページ（http://www.jodc.or.jp）にも全文を掲載した。 

3 年目となる平成 20 年度は、ベトナムにおいては、会計・税務・労務等に関するセミナーは一定の

成果を上げえたと判断し、インドネシアでの中小企業診断士派遣事業に対する「改善のきっかけとな

った」との高い評価を受けて、この事業を他の地域に展開すべく、ベトナムで中小企業診断士派遣事

業に取組むこととなった。 

 

２．ベトナムにおける中小企業診断士派遣事業の実施と成果 

(1) 事業の概況 

1997 年のアジア通貨・金融危機を契機に大きく落ち込んだ日本のベトナムへの直接投資は最近、大

きく伸びており、第二次ベトナムブームともいえる様相を呈している。 

その理由としては人件費が安いにもかかわらず労働者の資質が高い、ＷＴＯへの正式加盟、日越共

同イニシアティブなどベトナム国内の投資環境が整備されつつあること、人件費の上昇や加工貿易に

対する規制などの動きがある中国の受け皿としての役割が期待されていること、などがある。 

このように、近年になって直接投資が大きく伸びている、表現を変えれば、進出後の日の浅い企業

が多い状況では、経営、運営の安定していない企業が多いものと考えられる。企業の抱える課題は条

件や状況によって異なり十人十色、百社百様であるが、そのため、課題の解決には多面的、総合的な

視点で取り組む必要がある。 

多面的、総合的に企業に助言、支援を行うことのできる専門家が中小企業診断士である。中小企業

診断士は、中小企業の各種経営課題に対忚するための診断・支援策を行う国家資格保持者であり、本

事業では、これを専門家として日系中小企業のベトナムの現地法人に派遣し、経営診断と現場改善に

ついての提言を行った。なお、中小企業診断士の選定に当たっては、支援対象が海外の現地法人であ

ることを考慮し、海外での業務・指導実績を有することを条件とした（中小企業診断士に関する詳細

は、巻末の参考資料２を参照）。 

 

(2) 事業スケジュール 

公募により、ベトナムに進出している日系中小企業の現地法人４社（いずれも製造業）を選定し、

http://www.jodc.or.jp/
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以下の手順で経営診断を実施した。 

①事前の聞き取り調査・課題の抽出 

ＪＯＤＣによる事前調査を行い、診断対象企業から財務諸表、自社内外の経営環境に関する自己分

析シートを借用するとともに希望診断内容を聞き取った。 

②事前の分析と仮説 

入手したこれらの情報をもとに財務分析、SWOT 分析を行い、診断先企業から提示された課題、あ

るいは両者の関連付けから課題の本質と対忚について仮説を立てた。 

企業の活動における管理活動は経営管理、財務管理、人事・労務管理、生産管理、品質管理など多

岐にわたっており、しかも、これらが互いに影響を及ぼしあっている。課題の本質を探るためには与

えられた情報を多角的に検討することが必要がある。そのため、分析やそれに続く本診断に当たって

は専門分野の異なる中小企業診断士２名が１チームとなり、網羅的でかつ相乗効果を期待できる体制

で取り組んだ。チーム編成は下表のとおりである。 

 

  実施時期 中小企業診断士氏名 対象企業 

 

Ａグループ 2008 年 10 月 26 日～11 月 1 日 倉原 健二 

葉 恒二 

２社 

Ｂグループ 2008 年 10 月 26 日～11 月 1 日 小塚 芳三 

田島 悟 

２社 

事後診断 2009 年 2 月 9 日～14 日 小塚 芳三 

葉 恒二 

４社 

 

③本診断 

本診断ではベトナムの診断先企業を訪問し、事前に入手した情報に基づいて行った分析と仮説をも

とにおよそ２日間にわたって日本人幹部を中心にヒアリングを行い、また、生産現場の状況を確認す

るために工場視察を行った。このような活動を通じて仮説の確認および修正を行いそれぞれの企業の

状況や制約条件に見合った改善提言を提出した。 

④事後診断 

時期的な条件から、受診企業が本診断後激しい環境変化にさらされている可能性もあるため、事後

診断として企業を訪問する前にアンケートを取り、環境変化の影響の度合いや改善提案の進捗状況な

どを把握した。事後診断では事前のアンケートに基づき、改善提案の実施状況を確認するとともに状

況に忚じて新たな改善提案を行った。 

 

(3) 事業の成果 

これは今回のベトナムでの中小企業診断士派遣事業に限らず、前回のインドネシアでも同じであっ

たが、企業訪問当初、受診企業側は当事業に自ら忚募したにも関わらず、やや戸惑いがあるように見

られたが、１社あたりおよそ２日間にわたるインタビューや検討などの対話を通じて信頼関係を醸成

することができ、各社の状況に見合った提言を行うことができた。 

その結果、受診先の企業からは、 

（本診断終了後） 

・「ご提案を頂いた内容である「ISO システムの活用」「5S 活動の推進」「人材教育」を軸に、次のス
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テップへ導くための、基礎固めを進めようと思います。」 

（事後診断終了後） 

・「どのように取り組めば良いのか不明瞭だった点について、尐し手がかりがつかめたように思い

ます。」 

・「今回、中小企業診断士の先生方よりご教授頂けましたことは、弊社にとってタイムリーなもの

であり、大変運が良かったと思っております。」 

・「当初、企業診断を受けるには若干不安と抵抗がございましたが、外部の方に指摘して頂かない

と社内では甘えが出たり臭いものに蓋をしてしまう状況でございましたので、将来に向けて大

変良い機会を頂いたと思っております。」 

・「今回の経営診断はとても良い機会で成果のあるものでした。・・・先生方からご指導いただい

たことを参考に着実に行動していきます。」 

などの声が寄せられた。 

企業側には自社の欠点、弱点を外部に開示しなければならない、自分の取り組みを否定されるかも

しれない、などの懸念があったために当初は戸惑いを感じていたようであるが、結果としては、当事

者ではないからこそ見えたことや日常的な仕事に追われていたためになかなかじっくりと考えること

ができなかったことなどについて指摘・検討を行うことができたことが上記のような感想となったの

ではないか、と考えられる。 

ただ、今回の診断は事後診断を行っているとはいえ、ごく短期間での診断・提言と事後診断であっ

た。いずれの課題も短期間で解決できるものではなく、また、提言についても短期間で効果を発現す

るものではない。従って、これら診断結果・提言を真の企業の課題解決につなげるためにはもう尐し

時間をおいた上でのフォローアップが必要であると考えられる。フォローアップについては診断を必

要とはしないので、大きな負担とはならず、診断と時間をおいたフォローアップを組み合わせること

により、より効果的な事業となる可能性がある。 
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第Ⅱ章 進出先としてのベトナムの魅力および問題点 

2009 年の現在、進出先としてのベトナムの魅力を一口で表現すれば、「人的資源の強み

をビジネスに活かせる国」と言える。それも含めて本章では、当国を知る基礎知識として

経済動向、投資、進出決定要因、進出状況、問題点、風土・社会などの概要を紹介する。 

 

１．ベトナムを知る基本情報 

（１）一般情報 

 国名 ベトナム社会主義共和国 

 面積 約 33 万平方キロメートル（日本の約 90%）  

人口 約 8520 万人（2007 年）人口増加率：1.3％（対前年比） 

 首都 ハノイ 

 民族 キン族（越人）86％、他に 53 の尐数民族 

 言語 ベトナム語 

 宗教 大乗仏教が約 80％、その他、カトリック教、カオダイ教など 

 通貨 ベトナム・ドン １ドル＝17,480 ドン、１円＝189 ドン（2009 年 1 月 6 日現在） 

 

（２）政治体制 

 政治体制 社会主義共和国、1986 年から刷新政策により市場経済化と対外開放の促進 

 元  首 グエン・ミン・チェット国家主席 

 議  会 一院制、議員数 493 名、任期 5 年（但し、現在 4 年に変更を検討中） 

 行政区画 特別直轄 5 都市（ハノイ、ホーチミン、ハイフォン、ダナン、カントー） 

      及び 59 の地方省   

出所：外務省ウェブサイトなどから抜粋要約 

２．経済動向 

（１）ベトナム経済の基本動向 

図表 2-1 ベトナムの主要経済指標 出所：ベトナム統計総局、日本財務省の貿易統計など 

項  目 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 

GDP 成長率：％   8.4   8.2   8.5 6.2 

一人当り GDP:ドル  637.5  722.7 818.1 1024 

物価上昇率：％   8.4   6.6   12.6 19.9 

輸出総額：億ドル 324 398    486 629（見込み） 

輸入総額：億ドル 368 448 627 799（見込み） 

対日輸出額：億ドル 43.4 52.3 60.7 1～10 月の対前年同期比 42％増 

対日輸入額：億ドル 40.7 47.0 61.8 1～10 月の対前年同期比 35％増 
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図表 2-1 は、ベトナムの現在の経済力を知る上で、日本の中小企業にとって特に関心が高

いと思われる主な指標を抜き出してまとめた一覧表である。 

 

① 一人当たり GDP が 1,000 ドル突破 

  2007 年 1 月に WTO（世界貿易機構）への加盟を果たしたベトナム。その経済力を最も

分かりやすく表現しているのが“国民一人当たり”の GDP（国内総生産額）である。特筆

すべきは、2008 年末の統計によれば一人当たりの GDP がついに 1000 ドル（米ドル）を

突破したことであり、ベトナム経済は新たな発展段階に入ったといえる。 

 

 世界経済の発展段階の経緯からみると、一人当たりの GDP が 1000 ドルを超えるとモー

タリゼーションが起こり始め、その後経済発展が急速に進む傾向があると言われている。

因みにアジア諸国で一人当たり GDP が千ドルを初めて超えた年は、次のようである。 

 

シンガポール：1971年     マレーシア：1977年 

                               韓国：1977年      タイ：1988年  

                                                     中国：2003年 

② GDP 成長率の傾向 

  ベトナムの実質 GDP の成長動向（図表 2-1 参照）をみると、近年、順調に８％を超え

る高成長を続けてきたが、2008 年には成長率が年 6.2％となり、成長がやや鈍化している。

そこで、2008 年の四半期毎の実質成長率をみてみると、一期 7.4％、二期 5.9％、三期.6.5％

と、三期の 7 月～9 月期にはやや盛り返した。 

しかし、四期の 10 月～12 月期では金融危機に端を発した世界同時不況の影響もあり、

消費と輸出などの低迷が顕在化して、この期の成長率は 5.1％程度であったと推定される。 

. 

③ インフレは沈静化 

当国の 2008 年の消費者物価は、前年末比の年間上昇率で 19.89％となり、この 16年間

で最高となった。ただし、2008 年 10 月～12 月の 3 ヶ月間を見る限り、逆に連続で低下し、

この間の合計低下率は 1.6％となった。因みに 2007年の同期では 4.95％の上昇であり、こ

こ、3 ヶ月間のデフレ傾向は、年末状況として非常に特異なものといえる。 

 

消費者物価上昇率は、GDP 成長率とも密接に関連している。上記②の GDP 成長率の項

で用いた、実質 GDP という言葉の意味は、正確な GDP を把握するため、物価上昇の影響

を除いた数値をいう。例えば、2008 年第二期の実質 GDP 成長率が 5.9％とやや低めとな

ったのは、この期の物価高騰がそれだけ激しかったことも物語っている。インフレ圧力に

より、続けて賃上げを余儀なくされた時期もあったが、第四期にはインフレが沈静化した。 
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（２）主な産業の状況 

図表 2-2 パワフルに働くベトナム女性           

産業別 GDP では農林水産業

の比率が年々低下し続け、2005

年には農業と鉱工業の比率が逆

転し、工業化が進んでいる。 

写真のようにベトナムでは、 

バイクの普及率が、今や４人に

１台で約 2000 万台に達し、タ

イに並ぶまで増加している。 

二輪車産業は、日系 3 社が市

場の６割を占め、中国系、台湾

系、地場企業も参入している。  

 この他、外資系企業の生産比

率の高い業種は、事務機器・計算機、医療・光学機器・時計、ラジオ・テレビ・通信機器

といった電気機器や自動車組立などである。このように日系企業をはじめとする外資系の

電気・電子メーカーが輸出額でも上位を占めている。自動車に関しては、市場はまだ小規

模であるが、2007 年には前年比倍増の年産８万台でその 25％を占める日系1 社がトップ。 

 一方、ベトナム企業で生産比率が高い業種は、主に繊維・縫製品・靴などの軽工業、原 

油採掘、珈琲、海産物などの食品関連である。主な産業の動向は、輸出の品目に表れる。 

 

（３）ベトナムの品目別輸出入動向 

図表 2-3 輸出総額 486 億ドル並びに輸入総額 627 億ドルの品目別構成比   単位：％ 

輸出の主な品目 構成比 伸び率  輸入の主な品目 構成比 伸び率 

原油 17.5    2.7 機械設備・同部品   17.7   67.8 

繊維・衣料品  16.0   32.8 石油製品   12.3   29.2 

履物   8.2   11.2 鉄鋼    8.2   74.1 

水産物   7.7   12.1 職布・生地    6.3   32.6 

木製品   5.0   24.4 コンピュータ・電子部品    4.7   44.5 

コンピュータ・電子部品   4.4   26.1 プラスチック原料    4.0   34.4 

珈琲（コーヒー）   3.9   57.0 繊維・縫製品、革原材料    3.4   10.3 

コメ   3.1   16.8 一般金属    3.0   29.1 

ゴム   2.9    8.3 化学薬品    2.3   40.7 

石炭   2.1    9.3 自動車部品    2.1   71.6 

合計（その他含む） 100..0   21.9 合計（その他含む） 100.0   39.6 

出所；2007 年の貿易統計（ベトナム統計総局、税関総局） 
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（４）ベトナムから見た貿易相手国 

図表 2-4 輸出総額の相手国別構成比 

2007 年のベトナム輸出総額 

485.6 億ドルの相手国別構成比 

輸出相手国 構成比：％ 伸び率 

米国 20.8 28.9％ 

日本 12.5  16.0％ 

豪州   7.3 △ 2.6％ 

中国 6.9  10.8％ 

シンガポール 4.5  35.0％ 

その他 48.0   ― 

図表 2-5 輸入総額の相手国別構成比 

                      2007 年のベトナム輸入総額 

626.8 億ドルの相手国別構成比 

輸入相手国 構成比：％ 伸び率 

中国   19.9   69.2％ 

シンガポール   12.1   21.3％ 

台湾   11.0  43.4％ 

日本  9.9  31.4％ 

韓国  8.5  37.8％ 

タイ  6.0  23.2％ 

その他 32.6   ― 

                     出所：ベトナム統計総局、関税総局 

（５）日本との貿易内容 

図表 2-6 日本の主要輸出品目別構成比     2008 年 1～10 月 日本からベトナムへ 

                      の輸出総額 7069 億円の品目別構成比 

 

 

主要な輸出品目                   構成比:％ 伸び率 

機械類  24.1  27.4％ 

電気機器  15.9  18.7％ 

鉄鋼  14.3  60.1％ 

車両   6.4  61.5％ 

鉱物性の燃料・油   5.3 500.4％ 

プラスチック類   5.0  11.5％ 

光学機器類   3.5  47.1％ 

その他  29.0   ― 
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図表 2-7 日本の主要輸入品目別構成比     2008 年 1～10 月 ベトナムから日本へ 

                      の輸入総額 8079 億円の品目別構成比  

 

主要な輸入品目                   構成比:％ 伸び率 

鉱物性の燃料・油  31.9 203.7％ 

電気機器類  17.9  27.0％ 

衣類   9.2  7.0％ 

魚並びに甲殻類   6.2  0.8％ 

機械類   5.4 18.4％ 

家具、寝具、照明   3.3 △4.9％ 

木材類   2.5  17.8％ 

その他  23.6   ― 

                                   出所：日本財務省の貿易統計から抜粋算出 

 

 上記２つの資料について補足説明をする。まず、ベトナムからの輸出品（日本の輸入品）

は、原油、電気機器の完成品、繊維製品や縫製製品、水産物、機械類の完成品が比較的多

い。一方、ベトナムの輸入品（日本の輸出品）は、ベトナムにおける輸出製品生産のため

に必要となる機械および機械や機器の部品、加工品の原材料・原料などが中心となる。 

 なお、ベトナムは産油国であるが、国内における石油精製設備が現在、まだ不十分で 

あるため、原油輸出国にも拘らず、国内需要を賄う石油製品は輸入に頼っているのが現状。 

 

３．進出先としてのベトナムの魅力 

（１）2008 年のベトナムへの外国投資額 

 2008 年に入りベトナムへの外国直接投資額が飛躍的に集中している。同国の計画投資省

は、12 月 19 日までの集計で 2008 年の外国直接投資額は 640 億ドル（約 5 兆 7600 億円）

に達したと発表した。この額は、2007 年間投資額のなんと 3 倍以上である。国別のベス

ト３では、1 位マレーシア 149 億ドル、2 位台湾 86.4 億ドル、3 位日本 72.8 億ドルの順。 

 

（２）ベトナムへの投資が過熱する理由 

 2008 年にこれほどまで当国への投資が集中した理由を考えると、まず、ここ数年、GDP

が 8％前後の高い成長を続けてきた実績が、今後の発展への期待を集めていることである。  

 また、時期的には 2007 年 1 月に WTO へ加盟した上に、日本とベトナムの両政府間の

継続的な交渉により投資環境の改善が最近、飛躍的に進んでいることへの期待感も大きい。 

今後、現地での生産活動や市場開放が本格化し、国際的取引が拡大するという思惑である。 
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（３）何故、ベトナムに進出するのか 

 今後の経済発展や投資環境の飛躍的改善への期待感も然ることながら、「進出先として

なぜベトナムを選んでいるのか」という進出先の選択根拠についてさらに考えてみたい。 

 ここ 10 数年、日系企業の進出先として最も注目された中国。沿海部を中心に急速な

経済発展の進行による人件費や物価の継続的上昇、終身雇用制の導入などで、日系企業

の輸出型生産拠点として中国の優位性が最近、低下しつつある。 

 

 また、中国への投資を集中し過ぎると、事業リスクもそれだけ多くなることから、そ

の危険回避の受け皿として東南アジア諸国への進出が脚光を浴びてきた。その東南アジ

ア諸国の中でなぜ、ベトナムを選ぶのか、他国との“比較優位性”が進出の要因となる。 

日系企業の進出決定要因として同国の比較優位性を分析すると、次の五つに要約できる。 

 

図表 2-8 五つの比較優位性（進出決定要因） 

 

                        

                 

 

 

 

 

 

 

               

  

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※出所：労働コストは 08 年 1 月 JETRO のアンケート調査結果でホーチミンとの比較 

◖☻♩─ ↕ ※ 

工員はバンコクの４５％ 

     上海の５９％ 

課長はバンコクの４５％ 

─ ─ ↕ 

識字率９５％で進出決定

要因としてベトナム人の

勤勉さ、器用さ、熱心さ。 

     

課長ではタイの約４５％ 

ה ─  

０８年推定８６５０万人

の人口を擁し、その６０％

が４０才以下の青年層。 

ה  

東南アジアでは一番といわれる 

政治・社会・治安の安定性。 

宗教対立（八割が大乗仏教徒）と 

民族対立（九割がキン族）がない。 

⌂  

アジアの日系企業の二大

集積地である華南に近接

し、バンコクにも近い立地 
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図表 2-9 日本企業のベトナムへの投資額動向 

※なお、上記の額は何れも認可ベース

で 2008 年は 12 月 19 日までの集計額 

出所：ベトナム計画投資省 

 

図表 2-10 ベトナムが事業展開先として有望と思われる主な理由 （複数回答） 

 

 

 

出所：国際協力銀行「わが国製造業企業の海外事業展開に関する調査報告 2008 年調査」 

 

図表 2-11 日本の製造業がみる 3 年後の有望事業展開先国 

順  位 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 

１位 中国 中国 中国 中国 

２位 インド インド インド インド 

３位 タイ ベトナム ベトナム ベトナム 

４位 ベトナム タイ タイ ロシア 

５位 米国 米国 ロシア タイ 

６位 ロシア ロシア 米国 ブラジル 

７位 韓国 ブラジル ブラジル 米国 

８位 インドネシア 韓国 インドネシア インドネシア 

出所：国際協力銀行「わが国製造業企業の海外事業展開に関する調査報告 2008 年調査」 

投資年 投資額：百万ドル 伸び率 

2005 年 437.0  ― 

2006 年        1056.5 12.0％ 

2007 年         951.6 △9.9％ 

2008 年        7280.0 765.0％ 

有望と思われる理由 順位 構成比 

優秀な人材  4 28％ 

安価な労働力 1 61％ 

組み立てメーカーへの

供給拠点として 

  5 22％ 

他国のリスク分散の受

け皿として 

  3 31％ 

現地市場の成長性   2 48％ 

第三国輸出拠点として   6 18％ 
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４．日系企業の進出状況 

日系企業の進出状況はどうなのか、進出企業数の動向、地域分布、問題点などの概要を

紹介する。まず、投資については最新の詳細数値が未発表なので、07 年資料を分析する。 

 

（１）2007 年の主な国別投資額 

図表 2-12 ベトナムへの国別投資額構成比   ベトナムへの直接投資総額 187.2 億ドル 

                      の主な国別構成比（投資認可額ベース）                      

 

                       出所：ベトナム計画投資省 

 この資料の補足説明をする。1988～2007 年までの投資累計額からみると、１位 韓国、

2 位 英国、3 位 シンガポール、4 位 台湾、5 位 日本の順になる。ただし、投資の実

行率、つまり、総投資認可額に対する投下資本率では、日本が断然、第 1 位となる。日本

企業の実行率の高さ、すなわち実行力の信頼性においてベトナム政府から高い評価を受け

ている。 

 

（２）進出日系企業数の動向 
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出所：ベトナム計画投資局 

 

 上記表は、最近 10 年間の日系企業新規投資の認可件数の推移である。年間件数は増加

傾向であったが、2008 年は前年の 159 件から 105 件へと減尐した。一方、08 年は投資額

においては 07 年の 7 倍以上増加しており、一件当たりの額が増大した。なお、1988～2008

主な投資国 構成比：％ 伸び率 

韓国  25.9   72.7％ 

英国   24.3  299.4％ 

シンガポール   13.4  466.9％ 

台湾    9.6  687.2％ 

マレーシア    5.8 5202.9％ 

日本    5.1 △9.9％ 

その他   15.9   ― 

図表 2-13 新規投資許可件数の推移 
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年までの累計件数では 1039 件に達し、これらの数値から進出企業数の動向もうかがい知

れる。 

 

（３）進出先の地域分布 

                    

図表 2-14 ベトナムおよび周辺国 

 在ベトナム日系企業を組織する二つの日本商

工会が存在するが、ひとつが首都ハノイ市にあ

る北部商工会、もう一つがベトナム最大の経済

都市、ホーチミン市にある南部商工会である。 

 進出日系企業は、主にこのハノイ地区とホー

チミン地区に集中して分布している。北部商工

会の会員数は 2008 年 7 月現在、301 社、南部

商工会の会員数は、416 社となっている。 

 この二つの日本商工会に属する日系企業だけ

で 717 社を数えるが、この他にも二つの商工会

に属さない日系企業が、数百社進出している。 

 進出先の地域分布は依然として南部に偏っているが、最近の傾向として世界最大の電

気・電子産業集積地である“華南”に近接するハノイ地区への立地的な関心が高まってい

る。 

 ハノイとホーチミン地区以外ではまだ数は限られるが、中部のダナンが注目されている。 

 

（４）業種の構成 

  進出日系企業の業種については日本商工会資料からの業種構成は概ね次のようである。 

   図表 2-15 日系企業の主な業種の構成 

0 100 200 300 400

 

（５）経営動向    

 日系企業の経営動向については、全体のデータは把握できないが、参考のために一部の

企業の営業利益動向に対して JETRO（日本貿易振興機構）が行った調査結果を紹介する。 
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 27 社の回答によれば、2007 年は黒字が 77.8％（ASEAN６カ国平均で 70.2％）であり、

均衡が 3.7％（同平均 11.8％）、赤字が 18.5％（同平均 18.0％）であった。また、2008 年

の追加調査によれば、営業利益が改善したが 53.9％（同平均 44.0％）であり、横ばいが 

34.6％（同平均 42.4％）、悪化が 11.5％（同平均 13.6％）という経営成績であった。 

 この調査結果も含めて追記すれば、ベトナムでの利益状況は、東南アジアの ASEAN６

カ国平均を上回っており、六か国中、シンガポールに次ぐ第二位の経営成績を示している。 

 

（６）経営上の問題点 

 一方、進出日系企業には経営上の問題点もある。以下はそのアンケート調査結果である。 

図表 2-16 経営上の主な問題点 （複数回答） 

 

出所：国際協力銀行「わが国製造業企業の海外事業展開に関する調査報告 2008 年調査」 

  ※インフラが未整備とは、ベトナムでは主に道路と電力を中心に指摘されている。 

   

（７）問題点解決への取り組み 

 以上の経営上の主な問題点に共通している特徴がある。それは個別企業の努力だけでは

解決できない“社会的環境要因”がほとんどということだ。これらの“社会的環境の問題”、

すなわち外国から見た“投資環境”を改善するには、組織的な取り組みが必要となる。 

問題解決への道筋は、まず、個々の民間企業がこれら投資環境の問題解決を所属する地

元日本商工会へ要望したことに始まる。日本商工会ではこれら多数の要望を取りまとめて

日本大使館へ陳情した。その強い思いがついに届き、政府間交渉への道を開いたのである。 

 

こうして「日越共同イニシアティブ」が、2003 年 4 月、ベトナムの投資環境改善を目

的に、日越両国首相の合意によって設置された（巻末の参考資料 1 を参照）。2003～08 年

に実施された日越共同イニシアティブは、127 項目に及ぶ行動計画に合意し、実行・評価・

促進することによって、投資環境の飛躍的改善を目指した。その成果として、投資環境改

善に WTO 加盟が重なり、2008 年末にベトナムの外国直接投資額が前年の 3 倍以上となっ

経営上の主な問題点 順位 構成比 

法制の運用が不透明  4 22.9％ 

技術系人材確保が困難 5 22.2％ 

管理職クラスの人材確

保が困難 

  2 31.9％ 

労働コストの上昇   3 24.3％ 

地場裾野産業が未発達   6 21.5％ 

※インフラが未整備   1 43.1％ 0
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たのである。  

同時に、既に進出している日系企業にとっても、日本政府と民間企業という官民の協力

による投資環境の改善努力が経営上の問題点解決に向けて成果を上げつつある。07 と 08

年の調査を比較すると、問題点として指摘した企業の割合は、例えば「法制の運用が不透

明」では 34.5％→22.9％へ、インフラが未整備では 47.9％→43.1％へと低下しつつある。 

その他、すそ野産業や労働コストの上昇への対策については、Ⅲ章の中で紹介する。 

 

５．ベトナムの風土と社会 

進出先としてのベトナムの「風土と社会」について概観すれば、概ね次のようである。 

 

図表 2-17 ホーチミン市のサイゴン川沿い風景 

このサイゴン川はインド

シナ半島東南部を流れる

川で、ホーチミン市で南

シナ海に注ぐ。市にとっ

て、この川は水運の拠点

としてまた、水の供給源

としても重要な川である。 

 

ベトナムは、南北に細長

い国土のため、同じ時期

でも地域によって気候は

大きく異なる。北部は亜

熱帯で短い冬と春がある。

北部のハノイの冬は寒い。一方、南部は熱帯モンスーンで四季がなく、雤季と乾季がある。 

 

 当地へ進出した日系企業の経営者が、「ベトナム人は味覚も、ものの考え方も日本人に似

ている」という印象を語る人が尐なくない。そのように感じられるのは、日越の間には歴

史・文化の面で大きな共通点があるからだと指摘する人もいる。日越ともに大乗仏教徒の

国であり、農耕民族でもある。西暦752年にベトナムの僧が我が国に渡来した記録もある。 

 

 ベトナム政府は、1986 年から始めた刷新政策で従来からの方針を転換し、市場経済化に

取り組んできた。ただ、国営企業は今なお、全体の半分を占めており、それらの国営企業

は生産性が比較的低いのが問題になっている。そこで、政府は、国営企業の民営化を一層、

促進して国の経済効率を向上すると同時に、人材育成を促す教育改革も図ろうとしている。 
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 最近、ベトナム人の生活が大きく変化してきているが、これは輸出加工を主とした工業

生産の拡大が経済をけん引し、所得が増えてきたことが背景にある。家族構成はかつての

３世代世帯から２世代世帯へと変貌し、都市部でが核家族化は顕著で子供は１～２人とい

う傾向も見られる。 

 

個人収入が増え、より良いものを購入する意欲が高まっている。インターネットの普及

率がバイク並みまで増えており、食の西洋化、食の健康・安全志向も進んでいる。このよ

うな国内市場の大きな変化に注目し、ビジネスチャンスを捉えようとする日系企業もある。 
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第Ⅲ章 進出日系中小企業における共通課題とその対忚 

１．経営診断とこの章の狙い 

今回、ベトナムに進出した日系中小企業 4 社を対象に、診断士が経営診断し、経営課題

を発見・分析して経営改善に向けた対策の要点を、当報告書に提言としてまとめている。 

診断先業種は、機械部品製造業、工業用部品製造業、衣服製造業、インテリア関連製造

業の四種類に分かれる。出資は何れも日系 100％で出資元はそれぞれ日本の親企業である。 

 

ここでは日系企業の業種ごとの特性に焦点を当てるというよりは、むしろ業種に跨る共

通の経営課題の概略とその対策を取り上げて紹介したい。理由は、海外に進出している多

くの日系中小企業や国内の多くの中小企業に経営強化のヒントを提供したいからである。 

 

２．進出効果について 

 はじめに診断先の中小企業の進出動機と進出後の効果について紹介する。 

（１）進出動機 

 今回、経営診断をした日系中小企業にベトナムへの進出動機を聞いたところ、４社中３

社がコスト競争力の強化を挙げており、残りの１社は得意先からの依頼が動機であった。 

  

（２）競争力強化の中身 

 コスト競争力の強化を目的に進出した３社の経営者に、現地で「進出後の効果」につい

て聞くと、「競争力が強化できた」という回答で３社が一致しており、競争力強化の中身に

ついては、生産現場や経営者の言葉から確認できた。ベトナムを競合他社に対して差別化

できる戦略的製品の生産拠点として活用することで、はじめて競争力が強化できるのであ

る。 

 

（３）差別化新製品の生産拠点 

定番製品を“量産”するというよりも、むしろ他社に差別化できる戦略的新製品を“多

品種尐量生産”できる拠点としてベトナムを考えている。コスト競争力強化の対象は多品

種尐量生産であり、“手間暇のかかる”製品を出来るだけ低コストで生産することを目指し

ている。この土俵こそ、日系中小企業が国際的競争力を発揮できる有力な道である。 

 

（４）競争力を生み出す条件 

 日本国内では採算上合わない、手間暇のかかる多品種尐量の戦略的製品でさえ、当地な

ら十分採算が合う生産が可能である。それは単に日本より労働コストが低いという理由だ

けではない。ベトナム人は概して手先が器用で、熱心で、勤勉だからこそ可能なのである。 

 製品の企画は日本国内で行い、現地で試作品を製造した後、製品化している企業が多い
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が、現地で企画もする企業もあり、これらが日本の親会社の競争力強化に繋がっている。 

 

（５）工業団地への入居効果 

図表 3-1 ベトナム・シンガポール工業団地（VSIP）の看板 

 今回、診断した日系中小企

業は４社ともこのような工業

団地に入居している。進出効

果として、工業団地への入居

メリットを挙げる日系企業も

ある。インフラが整っている

上に、行政手続きを画期的に

省力化できるからである。  

日本の中小企業が異国で事

業を始めるに際しては、進出

国の税務署など、関係する監

督官庁に対する許認可申請の

諸手続きが当然、必要となる。それらの手続き先の官庁は、通常、所在場所の異なる何か

所かに散在しているので、それぞれに出向いて手続きを行う必要がある。 

 ところが、上記のような工業団地では、団地内の管理事務所でこれらの行政手続きを一

か所で全てまとめて申請し、認可を受けることができるため、輸出入の税関手続きも法律

政令変更による手続きも含めて一切の行政手続きが、団地内の管理事務所一か所で事足り

る。 

その上、日本人か、日本語の堪能な専任担当者がいる管理事務所なら、言葉の障害もない。 

 

（６）新規顧客の開拓 

これらの工業団地内には、組み立て加工型の製造業が圧倒的に多く、その原材料や部品

の調達ニーズは必ずある。これらのニーズに対忚できる企業などは、同じ団地内も含めて

これらの企業を新規顧客として開拓できる利点を有していることも、ベトナム進出効果の

一つである。 

 診断先の企業を例に挙げれば、団地に入居してから、日系大手メーカーに飛び込み営業

をして、同じ団地内で１社、その他の場所から３社の合計４社を新規に開拓できたという。     

これら４社で売上の九割を占めている。現地への外資企業の進出数は増えており、取引先

の拡大チャンスも大きい。日本での系列関係に縛られないで、新規取引先が開拓できる。 

 

（７）工場現場ワーカーの採用 

 工業団地の規模の違いもあり、一概には言えないが、団地内でワーカーを募集すること
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は比較的容易であり、ワーカーの人材募集が容易なことも進出効果の一つに挙げられる。 

 今のところ、ワーカーの募集方法は、工業団地内にある自社の門に貼り紙をするだけで 

忚募者が多く集まってくる。100 社も外資系企業が集積するような工業団地なら、現地従

業員数も相当多く、彼らの地縁などの人的ネットワークが口コミ情報を広く伝達してくれ

る。 

 

３．経営全般の課題と対策 

  ここからは、ベトナム進出日系中小企業の共通課題の概略とその対忚策を紹介する。 

内容は、経営全般、労務、販売、財務、生産、資材調達と在庫管理の６つの分野からなる。 

 

（１）経営全般の診断結果 

 企業の経営全般を次の二つの車輪が動かしている。ひとつは、事業を環境変化に適忚さ

せて推進する経営戦略であり、もう一つは企業活動を総合的に管理する経営管理である。 

 今回の診断の結果、経営戦略では、診断先企業は何れもベトナムに進出した企業だけあ

って、流石と思わせるものがある。その一方、経営管理には共通課題がいくつか見られた。 

 

（２）総合的コスト管理に課題 

コスト競争力の強化を目的にベトナムに進出した日系企業が進出後、果たしてコスト競

争力が強化できたかといえば、診断結果からいえば、まだ、課題が尐なくない。総合的な

コストの管理に課題があり、現地進出による労働コスト低減の効果を活かし切れず、利益

確保が不十分である。それはシステム的な経営管理を行っていないところに原因がある。 

 

（３）システム的管理の欠如 

システム的とは、管理の対象をバラバラに管理するのではなく、有機的に関連付けて企

業全体の視点で管理することを指す。例えば、利益管理では、「売上」、「資材調達費などの

変動的費用」、「所定内賃金などの固定的費用」、「経常利益」の四つの要素がある。 

これらをそれぞれ管理するのではなく、四つの要素を“相互に関連付けた”管理をして、

はじめて利益管理が可能となる。四つの要素の相互関連付けができる“損益分岐点分析”

を実務に忚用すれば、計画的な利益管理が実践できる。 

 

（４）組織コミュニケーションの課題 

 朝礼や会議はどの企業でも実施しているが、それを記録に残していない企業もみられた。

必ず記録ノートにつける組織コミュニケーションにより、全社的視点の組織的な取り組み

を図る。組織で情報を共有化しないと、業務の重複や漏れが発生し、経営効率が悪化する。 

 情報共有化を図る仕組み作りとして ISO の全社的活用や教育ノートなどを活用する。 
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（５）組織力が発揮できていない 

 企業の中には、経営者一人に業務が集中し過ぎて、体力的にも精神的にも負荷が過大と

なっている状況が見られた。社長は管理者としてだけでなく技術者としても、他に替わる

人がいない状況が創業時から続いていたという事情もある。しかし、このままでは社長の

健康状態が危惧される。企業の存続・発展のために、組織力を発揮できるように、業務も

権限も思い切って現地従業員に委譲して、後継者人材の育成に全力を尽くす必要がある。 

 

（６）親会社との関係のあり方 

ベトナム現地子会社と日本の親会社の関係のあり方に課題がある。現地子会社は親会社

の投資で設立された経緯があるので、親会社が投資金を子会社から回収を図るのは当然で

ある。しかし、その時期が早過ぎると、子会社の存続すら危うくする。海外進出で会社を

設立することは、実質上の創業であるから、独立採算が可能なまで回収を待つ必要もある。 

 

（７）経営理念と経営目標 

 経営の理念と目標が特にない日系企業もあった。組織力を発揮し、存続・発展するには、

従業員の意識を束ねて一つの方向に導ける経営理念の設定と周知徹底が欠かせない。 

 

４．労務管理の課題と対策 

図表 3-2 バイク通勤の風景             

ベトナムの朝は早い！労働者は七時

半にはもう職場に出勤している。 

 

（１）定着率の課題 

 現地従業員は、企業への帰属意識

が概して低い。給与など条件の良い

ところがあれば、転職してしまう。

中には、経理担当者が中々定着せず、

月次決算にも支障を来した企業もあ

った。その一方で中間管理職などの

定着率がよい企業もある。定着率の向上には処遇条件の改善も必要であるが、それだけで

は限界があり、職場の意思疎通の改善に向けた工夫も必要となる。そして、これといった

人材にはキャリアプランを提示するとともに、幹部に登用する経営の現地化も欠かせない。 

 

（２）全社視点のシステム的教育の欠如 

 大卒の定着率は一般的に低い上に、中間管理職を担える人材の採用も容易とはいえない。

そこで、経営者は社内教育で人材育成を図ろうと努力しているが、現実には部分的・散発
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的な教育にとどまっており、教育効果が思うようには上がっていない。全社視点のシステ

ム的教育が必要であり、教育の計画と結果を記録・管理できる教育ノートを活用する。 

 

（３）意識改革を図る仕組み作りの欠如 

 経営者は人件費以外のコストの低減や品質の向上のために、従業員が自主的に問題発見

と解決ができる人材になるように強く望んでいる。一方、現場労働者には、やらされてい

るという意識が強い。従業員の意識改革が必要だが、企業には意識改革を図る仕組みがな

い。 

 工場の全部署で小集団５S 活動や小集団 QC 活動を組織的に実行して意識改革を図る。 

 

（４）人事評価の評価基準に関する課題 

 人事評価の基準が明確になっていない企業もある。基準が明確でないと合理的評価がで

きない上に、評価に手間もかかる。さらに誰もが納得できなければ不満が残ることになる。 

これでは人材の発掘と育成はできず、労働意欲の低下を招く。そこで、誰もが納得でき

る簡単で客観的な評価基準として、例えば、スキル管理版による人事評価を導入する。 

 

（５）安全管理に関する課題 

 作業環境の安全管理をやや軽視している企業もある。安全管理とは、例えば、重い部品

を足の上に落とす怪我防止用の靴や埃が多い場所のマスクの着用などの配慮も必要となる。 

作業中の事故を未然に防ぐ安全管理として、企業は従業員に安全度をアップさせる服装

を義務付けることである。安全管理の徹底は、現場ワーカーの定着率の向上にもつながる。 

 

５．販売管理の課題と対策 

 販売先が親企業のみの企業も含まれていることから、販売管理では課題は限られてくる

が、課題を挙げる前提条件を示せば、診断先４企業の取引実態は概ね次のようである。 

 

（１）取引実態の概要 

ベトナムの日系子会社と日本の親会社の取引関係では、日系の子会社は４社中２社が日

本の親会社から売上の 100％を受注している。もう１社は親会社から 80％近く受注するが、

子会社も別の顧客を開拓して 20％を超える受注がある。 

残りの１社は、現地で開拓した日系の顧客から売上全体の約 90％を占める受注がある。 

 

（２）販売価格決定権の課題 

 親子間の取引における販売価格の決定には、課題もみられた。中には価格決定権が親会

社にあり、子会社が採算の取れない販売を余儀なくされるケースもあった。これは親会社

による子会社投資金の回収の一手段と思われるが、子会社の独立採算への配慮に欠ける。 
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子会社は独立した事業体であり、独立採算がとれなければ、現地で存続・発展すること

はできない。投資金の回収は、できれば子会社からの借入金の返済や配当金からとしたい。 

 

（３）現地での競合対策 

 現地で顧客を開拓した日系企業にも課題はある。当地で日系企業の競合先となるのは、

価格競争では勝てない台湾やベトナムの企業である。日系の競合先も一社あった。競合対

策としては、価格競争は避け、品質の良さと信頼性に磨きをかけて、それを武器とすると

同時に、顧客のコストダウン志向に対忚できるような自社の生産性の向上も必要となる。 

 

６．財務管理の課題と対策 

（１）費用管理に課題 

 財務内容が欠損の企業もあったが、事業開始後二年近くを経過した段階にあり、一般的

には、年間決算ではまだ黒字転換できる時期ではない。しかし、月次の推移をみると赤字

増加の傾向もある。積極的な経営戦略を試み、売上を伸ばす努力を続け、成果も挙げてい

るにもかかわらず、月次決算が赤字続きではやりきれない。売上増加に要する費用が売上

の伸びを超えて増加したからだ。費用統制が不十分なこともあるが、それだけではない。 

 

（２）利益計画と管理の欠如 

 利益の計画と管理をしていないことにも原因がある。月次決算書は結果を示すだけで、

決算書を見ても、採算が取れるかどうかを予測した採算計算はできない。損益分岐点の考

え方を利用して初めて採算計算ができる。社長は損益分岐点の知識は持っていても、それ

を実戦的に忚用した利益の計画と管理をしていないので、成行き的な経営に陥る傾向もあ

る。 

 

７．生産管理の課題と対策 

               

図表 3-3 ベトナム日本人材協力センター 

 ベトナム日本人材協力センターは、

ハノイとホーチミンに在るベトナムの

市場経済化に向けた日越両政府協力に

より設立された人材育成機関で、日系

企業の従業員のために、生産性向上へ

向けた生産管理の研修などを提供して

いる。 
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（１）生産性向上の課題 

2008 年の調査では、日系企業が経営上の問題点として労働コストの上昇を上位に挙げて

いる。08 年前半まで続いた物価上昇圧力により賃金が上昇したからであるが、今は落ち着

いている。ただし、今後、再び比較的高い経済成長に戻り、労働コストの上昇もある程度

予測されるので、日系企業はこの賃金の上昇分も十分吸収できるだけの収益の増加が必要

となる。収益を増加するには、主に次の二つの方法が考えられる。 

 一つは、より付加価値の高い製品開発をすることであり、もう一つは、生産性の向上に

よる生産コストの低減で収益を増加させることであるが、診断先企業は生産を担っており

いるので、主に生産性の向上が望まれる。診断結果として生産性の課題と改善策をいくつ

か紹介する。 

 

（２）標準時間の基準設定による作業効率向上 

 診断先で、品番別、工程別の作業標準時間が詳細に設定されていない企業もあった。O.J.T.

により作業効率の向上に努めるだけでは個人差も大きく限界があるので、作業に要する標

準時間を設定し、その明確な基準を目標に職場全体でレベルアップしなければ、生産性は

大きく向上しない（標準時間の設定方法やロス分析については、第Ⅳ章の提言事例を参照）。 

 

（３）ラインバランスの課題と対策 

 工場内では工程ごとに仕事の割り当てが行われているが、工程別に割り当てられた人員

と仕事量のバランスがとれているかどうか、チェックを要する。このラインバランスがと

れていないと、特定の工程に負荷が多くなる一方で、他の工程は手待ちが生じるというロ

スが発生する。ピッチダイヤグラム（第Ⅳ章の提言事例を参照）を作り、ラインバランス

を改善する。 

 

（４）連合作業分析によるムダの発見と排除 

 一人の作業者が複数の機械を動かしている場合、複数作業者が複数の機械を動かしてい

る場合などに、機械が稼働していない、人が手待ちになっている、などの状況が見られた。 

同じ時刻に個々の作業者は何をしているのか、個々の機械はどういう状態にあるのかを把

握し、ムダや無理がないかどうかをにつき、改善につなげるのが連合作業分析である 

（その手順などの詳細については、第Ⅳ章の提言事例を参照）。 

 

（５）業務プロセスにおけるムダの発見と排除 

 品質第一の経営方針の基にそれを全社に浸透させた裏返しとして、品質に対する過剰な

意識があり、二重、三重の全数検査が行われる結果、工数（≒人件費）のムダが発生して

いる。最悪の事態を前提とした正規工程はムダを生むことになる。どんな時に二重、三重

のチェックを行わないようにするかについて“ルール”を決めることにより、ムダを排除
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することができる。 

 

（６）５Ｓ活動の定着 

 生産管理における５S（整理、整頓、清掃、清潔、躾）活動の重要性について各社とも

認識してはいるが、５S 活動が定着できていないことが課題である。定着させる具体策と

して、赤札を使って工場にはびこっているアカを誰でも分かるように整理・整頓させる“赤

札作戦”の実践があるが、その成果を写真にとって全員に実感させることが極めて重要と

なる。 

 

（７）全社的な品質向上の取り組み 

 品質管理に関しても各社が取り組んでいるが、品質の改善が部分的活動にとどまってお

り、ＱＣの小集団活動が会社全体として確立されていないことが課題。全社的取り組みは、

トップダウン方式によりＱＣ活動を推進するもので、職場ごとにサークルを作り、テーマ

の選定及びサポートを社長などが行い、進捗状況や効果を工場内に大きく掲示するなどの

取り組みが必要。 

 

８．資材調達と在庫管理の課題と対策 

図表 3-4 南部のサイゴン港に入港する外国の貨物船 

 このサイゴン港からも日系

企業が生産に必要な原材料や

部品を輸入調達している。 

ベトナムでの現地調達率は平

均 27％と低いことが当国の

アキレス腱といわれている。 

 

（１）過剰在庫と対策 

日系の各企業は、原材料や

部品の現地調達が難しいこと

もあって日本などから輸入し

ている関係で、不測な事態に備えて安心できる量を確保しておきたいという意識が強い。 

中には受注もしていない状況で、大きな単位で予め調達する企業もある。結果、在庫はか

なり過剰となりがちで、過剰分の資金が回転せず、資金繰りを苦しくしている面もある。 

 この過剰在庫の削減対策としては、発注の効率化を実現できる、「定期・定量」の発注方

式、ABC 分析、常備品管理方式などがある（各具体的方法は、第Ⅳ章の提言事例を参照）。 
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（２）部品の在庫管理と対策 

 小物部品の在庫管理に関しても各社に課題がみられた。小物部品の置き場が乱雑で、ど

の部品がどこにどれだけあるかが、一目では分からない。在庫量に過不足があるかも分か

らず、部品を探すのに余分な時間を費やしている。対策は、スーパーマーケットの売り場

のような“見える管理”を徹底する（具体的な方法は第Ⅳ章の提言事例を参照）。 

 

９．地場すそ野産業の課題と対策 

 生産に要する資材をベトナムで現地調達する比率が 27％と低いのは、それだけ資材を供

給できるベトナムのすそ野産業が未発達なことを意味する。現地調達ができなければ、輸

入に頼らざるを得ないのでその分、コストアップになる上、調達に要する期間も長くなる。

外資企業を誘致したい当国政府は、すそ野産業の重要性をようやく認識してきたようだ。 

 ただ、資材の品質、コスト及び納期において、日系企業が求めるレベルとベトナム企業

側の認識・意欲の間に相当大きなギャップがあり、これを埋めることが重要な課題となる。

これも踏まえて日越両国政府は、すそ野産業育成の行動計画を策定するための委員会を設

け、ビジネスマッチングや人材育成、技術移転、金融などの具体策の検討に入っている。 

 一方、JETRO もベトナム貿易促進庁との共催で、部品調達展示商談会を開催し、日系

企業の調達先ベトナム企業の発掘と育成を兼ねた、ビジネスマッチング促進に努めている。 
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提言事例について 

 

第Ⅲ章では、診断先のベトナム進出日系中小企業が抱える共通の経営課題の概略並びに

“その対忚”を取り上げて記述してきた。この第Ⅳ章では、これらの経営課題を克服する

ための“対策”について、その内容まで踏み込んだ具体的な改善ヒントを紹介したい。 

 これらの具体的な改善ヒントは、今回の診断事業で診断士が経営診断し、課題を発見・

分析して、経営改善に向けた対策を提言書として診断先に提出した内容の抜粋要約である。 

 

 診断先に提出した提言内容に関しては、中小企業診断士の業務として診断先に対する守

秘義務がある関係で、そのままの形での公開は馴染まない。従って、各企業に提出した改

善提案の内、企業情報、財務分析及び企業固有の問題に関わる部分は除いてある。その上

で、海外進出日系企業一般の参考になると思われる項目を抜粋して、編集・要約したもの

を提言事例として経営機能の各分野別に紹介する。 

 

なお、経営機能の各分野別の事例といっても、すべての分野を網羅しているわけではな

く、今回、診断先にとって特に必要と感じた分野に限って提言している。 

また、その提言の内容に関しても、実際の診断における提言からの抜粋であるため、項

目によって濃淡があり、一部重複する内容もあるが、中小企業診断における提言の実例と

して参考に供する。 

 

 企業各位におかれては、自社内で改善の必要を認める項目につき、それぞれの提言に示

される改善のための基本方針や具体的手法を参照され、採用できるものがあれば、お役に

立てて頂ければ幸いである。 
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１．経営全般に関する提言事例 

 ̧ 事例 1 従業員の意識をひとつに束ねられる経営理念 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

事例の課題：組織論で著名な学者であるバーナードは、経営組織の成立の 3 条件として｢共

通目的｣｢コミュニケーション｣「貢献意欲」を挙げているように、組織は最初に｢共通目的｣

を明確にする必要があり、目指すべき方向性が示されなければならない。方向性を決める

ためには、組織としての行動基準となる「経営理念」とその方向により到達すべき点、す

なわち経営目標（業績目標やあるべき姿・イメージ）が必要となる。 

 診断先の現状をみると、累積赤字を段階的に解消する長期計画の業績目標を持ってはい

るが、実態は経営者の内部資料に過ぎず、組織全体の共通目的として認識されてはいない。

また、当社の存在理由やあるべき姿・イメージも明確にされておらず、現状では明確な経

営理念は無い。組織としての将来の方向性や目標もない企業では、働く人々も目先のこと

しか考えなくなり、賃金や仕事の不満をきっかけに条件の良い企業への転職の決断も早い。 

 

事例の対策：当社が経営体組織として協働して組織力を発揮するためには、従業員の意識

を束ねて協働意識を引き出す必要がある。個々人がそれぞれ持つ価値観と企業の経営理念

＝価値観に共通点が多ければ、組織を「ひとつの方向」に導ける。そうした経営の理念と

目標を社長が中心になって考え、それを組織構成員に周知徹底させる努力が欠かせない。 

 例えば、現在、実施されている“朝礼”や“業務改善ミーティング”の場などを活用し

て、その経営理念や経営目標を全職場の共通認識となるまで、繰り返し理解を求め、周知

して、その目標達成に向けて皆が協働努力しようという意欲を引き出していく重要性は極

めて高い。日頃からのこうした取り組みが、当社が企業として存続し繁栄していく原動力

となるのである。 

参考のためにベトナム進出日系企業の経営理念の一例を挙げれば、 各人が能力を十分

に発揮して世界の一流企業に伍して活躍できる会社を作ることにより、会社の繁栄を通し

て個人の幸福と国家への貢献を実現する」。自社に合った経営理念を皆で考えてみたい。 

着眼点：従業員、中でも現場労働

者の定着率が低いことが課題とな

っている企業では、経営の理念と

目標を持たない傾向もみられる。 

対策：定着率を高め、組織力

を発揮して、存続・発展する

には、従業員の意識を束ねて

一つの方向に導ける経営理

念と経営目標の設定および

その周知徹底が欠かせない。 
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 ̧ 事例 2 マネジメントシステムを作れるＩＳＯの活用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事例の課題：診断先は企業経営の仕組みが全体として統一されたものにはなっていない。 

経営者は今日までは日々の業務遂行や問題解決に忙殺されてきて、企業経営をスムーズに

実行するための仕組みを作るところまでは手が回らなかった。それでも当地で事業経験を

重ねていくうちに、安定した顧客を抱え、マネージャークラスの人材も順調に育ち、また、

製品を安定して提供できるなど、工場運営としての基礎を確立することが出来た。3 年後

を目途に後継者育成を考えている今、次なる発展に備えて企業運営の“枠組みを作る”こ

とが重要な課題であり、今までの運営方法を見直す大変良い時期である。 

 

事例の対策：例えば、ISO9001をマネジメントシステムの“枠組み作り”としても活用す

る方法がある。参考のために、その仕組みを図解した次ページの図表 4- 1 を参照されたい。 

ISO は、マネジメントシステムを構築するために大変有効な Tool である。当社には、

ISO9001のマニュアルはあるが、ベトナム語で表現されたものしかなく、運営は全てベト

ナム人スタッフに任せている。 

従って、まず日本語のマニュアルを作り、社長自らこれを企業経営を進める上での拠り

どころとして活用する。特に、下記の事項については、社長の専任事項として積極的に携

わっていく活用することによって企業経営をトータル的に進めることが出来る。 

 

 

（イ）マネジメントレビュー 

（ロ）顧客満足/ 顧客フォーカス 

（ハ）目標管理（P- D- C- A）及び改善活動 

（ニ）責任と権限の明確化 

（ホ）内部監査、是正処置、予防処置 

 

 

 

着眼点：品質管理向けに ISO9001

を取得しているが、全社的な経営

管理システムがないので、管理の

重複と漏れが発生しがちである。 

対策：経営管理システムの確

立に向けて ISO をマネジメ

ントシステムのツールとし

て、経営者もベトナム語のマ

ニュアルを日本語に翻訳し

て、経営管理に活用する。 
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図表 4- 1 ⱴⱠ☺ⱷfi♩◦☻♥ⱶ─♠כꜟ≤⌂╢ ISO─  

品質保証とは、お客様に迷惑をかけないこと。全ての企業は、70～80％“仕事のしくみ”がもともとあ 

る。20～30％の“外部から見えるしくみ、品質システム”をつくる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜国際規格＞ 
ＩＳＯ９０００ｓ 
品質保証モデル 
 
 ＩＳＯ９００１ 
  

 

      品質の責務 
       経営者 
 
   品質システムの構築 

 品質方針 

 の作成 

仕事の手順を 
文書化 

組織の制定 
 

役割分担 

責任権限 

 を決める 

是正処置 
予防処置 

内部監査 
システムの見直し 
 

 自己統制 

経営者による 
定期的見直し 
 

システムの評価 

ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄﾚﾋﾞｭｰ 

記録を残す 
仕事の証拠 

消費者、市民、顧客先 

 

   

製品づくり 
製品 
サービス 
プロセス 

第３者機関による公表 

国際的に相互認知 

 

審査登録 

サーベランス 

 信頼性：決めたことを守ること 

 透明性：顧客からしくみが見えること 

 公平性：情報公開（仕事の証拠がある） 

を宣言する  信頼性 
 透明性 

公平性 
第３者による公表 

 

宣誓 

審査登録 

採用 
顧客満足の追求 

ﾄｯﾌﾟﾀﾞｳﾝ型ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 

・初めに方針ありき 

・ワンマンとトップ 

ダウンは違う 

 

顧客の信頼 
・信頼性 
・透明性 
・公平性 

仕事を指示する 

だれが、 

 何に基づいて 

  どうする 

トップダウン型の仕事 
・自分の責任で 

次工程へ引き渡す 

・責任が持てない時は 上

司の指示を受ける 
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 ̧ 事例 3 成り行き的経営から脱却できる利益の計画と管理 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事例の課題：診断先は、操業開始後、まだ、2 年未満という時期的な事情もあるが、売上

の伸びを費用が上回って赤字の月次決算となる月が多く、赤字解消が当面の課題であった。 

赤字要因は、まず、採算が取れない価格設定の商品群の販売を継続していること、第二に

資材調達費や間接労働費の抑制努力が不十分なこと、第三は在庫が多過ぎるからである。 

これらの三つの問題点は、原材料高騰の背景もあったが、利益の計画と管理をする客観的

なシステム作りをしないで、経営者の勘を頼りにした大まかな利益管理が原因ともいえる。 

もう１社の診断先は、６年をかけて累積欠損を解消する長期予算計画を持っている。し

かし、これは売上と費用、利益の相関関係を基にして立案した計画というより利益獲得の

単なる努力目標の意味合いが強く、単なる努力目標では成行き的経営に陥りやすい。 

月次試算表を作成して利益管理をしているとのことだが、月次決算書は結果を示すだけ

で、決算書を見ても、採算が取れるかどうかを予測した採算計算はできないのである。 

 

事例の対策：損益分岐点の考え方を利用して初めて採算計算ができる。「損益分岐点分析」

とは、売上と変動的費用、固定的費用の相関関係で、売上と費用のバランスが取れる損益

ゼロの売上高(損益分岐点売上高)を合理的に算出するものである。 

利益を獲得するためには、成り行き経営の結果として発生する利益を期待するのではな

く、獲得すべき目標利益の設定からスタートした必要売上高や各費用などの相関関係から

導き出された、売上や代表的な各費用、利益を予算化して統制する計画的経営が望ましい。 

 

損益分岐点分析を活用した利益管理 

① 損益分岐点の意味するところ 

損益分岐点とは、売上高－費用＝０となり、利益も赤字も出ない、「損」と「益」が分岐

する地点の売上高こと。現在赤字の会社にとっては、あとどれだけ売上を伸ばせば黒字に

転換できるか、という“目標売上高”を意味する。黒字の会社では、現状からいくら売上

高が下がると赤字に転落してしまうかの、ぎりぎりのラインを表す。また、値引きをして

受注しても利益を確保できるかどうかの、判断基準となる。  

着眼点：利益の計画と管理をする

システムがないので、成行き的な

経営になりがちで、決算結果が出

るまで採算性も判断できない。 

対策：決算結果を待たずに期

の途中で、採算が取れるかど

うかを予測した採算計算が

できる損益分点分析を活用

すれば、期の途中で利益管理

の軌道修正も可能となる。 
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② 変動費と固定費の違いを確認する 

損益分岐点となる売上高を計算するには、費用を二種類に分類することからはじめる。

企業の費用には、売上高の増減や工場の操業度に連動して増減する｢変動費｣と売上高が減

尐しても変わらない「固定費」とがある。変動費は、売上高が二倍になれば負担額が二倍

となり、売上高が半分になれば負担額も半分になる。一方、固定費は、売上高の増減には

関係なく固定的に発生する費用である。 

 

③ 変動費と固定費を区分する方法 

 変動費と固定費を区分するには、決算書の勘定科目ごとに判断する方法があり、売上原

価と販売費及び管理費の中の各費用を勘定科目法で変動費と固定費に分解するとこうなる。 

図表 4- 2 売上原価の分解 

科  目 変動費 固定費  留 意 点 

材料費   ○   

商品仕入原価   ○   

労務費( 賃金)    △   ○ 残業代・出来高給分は変動費 

外注加工費   ○   

製造経費として    

 電力・ガス・水道代   △  △ 基本料部分は固定費 

 工場消耗品費   ○   

 リース料    ○  

 修繕費   △    ○ 操業度による増加部分は変動費 

 

図表 4- 3 販売費及び一般管理費の分解 

   科  目  変動費  固定費          留 意 点 

販売手数料   ○  売上高に比例する場合は変動費 

特許使用料   ○   △ 売上高に比例する部分は変動費 

商標使用料   ○   △ 売上高に比例する部分は変動費 

荷造運賃   △   ○ 商品出荷に関わるものは変動費 

販売促進費   △   ○ 売上連動のものは変動費 

役員給与    ○  

給料手当    ○  

法定福利費    ○  

福利厚生費    ○  

広告宣伝費   △   △ 売上連動のものは変動費 

旅費交通費   △   △ 売上連動のものは変動費 

貸倒引当金繰入額   △   
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④ 採算の計算を可能にする変動費と固定費の把握 

 採算計算とは、販売数量の増減や費用の額及び費用負担率の増減によって利益がどうな

るかを予測したり、目標利益達成のために必要とされる売上高を把握することを言う。採

算計算をするためには、費用を変動費と固定費に区分する必要がある。  

変動費は、売上高や工場の操業度に比例して増減する費用で、売上数量が２倍になれば、

数量に比例して製造に必要な材料費なども２倍になる。つまり、変動費は操業の状況によ

って金額は変動するが、売上高に占める比率は一定ということになる。 

例えば、売上高に対する変動費の比率が 40％であれば、売上が二倍になって、変動費も

二倍になっても、売上に対する変動費の比率が 40％という比率には変化がない。 

 一方、固定費とは、売上がゼロであっても固定的に発生する費用であり、金額は固定的

であるが、売上高に対する比率は変わる。 

 

⑤ 利益管理のために製品群ごとの限界利益を把握 

売上高から変動費を差し引いた利益を「限界利益」と呼ぶが、この限界利益こそ固定費

を回収できる力の源泉となる。利益管理において、製品グループごとの限界利益を把握す

ることが極めて重要となる。製品グループ別の限界利益を比較すれば、どのグループが利

益貢献しているかが一目瞭然となり、その構成比率の改善を図ることで利益を増加できる。 

 ところで、売上高に対する変動費の比率を「変動費率」というが、売上高に対する限界

利益の比率を｢限界利益率｣という。売上高から変動費を差し引いた残額が、限界利益だか

ら、変動費率と限界利益率の合計は 100％になる。変動費率が 50％ならば、限界利益率は

50％になり、変動費率が 60％であれば、限界利益率は 40％である。 

 損益分岐点売上高とは、限界利益と固定費が同額になる地点の売上高であるが、この時

には、売上高に占める固定費の割合が、限界利益率と同じ割合になることを意味する。 

 

図表 4- 4 損益分岐点分析で使用する四つの公式 

          変動費                 限界利益 

変動費率（％）＝      × 100    限界利益率（％）＝       × 100 

          売上高                 売上高 

 

売上高－変動費＝限界利益 

 

損益分岐点売上高＝変動費＋固定費 

        ＝売上高×変動費率＋固定費 

                固定費 

        ＝             

           1－変動費率          
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⑥ 効果的に利益を改善するには    

 変動費と固定費の区分方法については、図表 4- 2 と 4- 3 で紹介したとおりであるが、こ

れらの項目すべてに渡って変動費と固定費を詳しく計算するのは、実務的とはいえない。

勘定科目のうち、金額的に小さい科目がどちらの区分に属するかに悩んで時間を浪費する

より、金額的に比較的大きいものをしっかり区分した程度の概算の方が実務的と言える。 

 変動費と固定費がそれぞれ合算できたら、自社の損益分岐点売上高を図表 4- 4 の公式を 

使って算出してみる。こうして算出された損益分岐点よりも実際の売上高の方が高ければ

高いほど、利益を多く獲得していることになる。 

 言い換えれば、利益を獲得するためには損益分岐点の位置を引き下げることを考えれば

よい。損益分岐点を引き下げれば、売上高が変わらなければ、それだけ利益が増えること

になる。損益分岐点を引き下げる具体的方法として固定費の管理、変動費の管理、売上高

の管理が必要となるが、これらの管理をバラバラにやっても効果にはやはり限りがある。 

 この三つの管理を組み合わせることによって、より大きな効果が望める。企業の能力を 

落とすことなく固定費を引き下げ、変動費の見直しにより変動費率を引き下げ、販売単価

の見直しにより限界利益を拡大し、売上高を増大する。これらを同時に尐しずつでも行う

ことが出来れば、その効果は大きいものとなる。部分的な視点を持ちつつ、全体的視点で

固定費、変動費、売上高を同時に管理する方が、バラバラに管理するより効果が大きい。 

 

⑦ 損益分岐点で目標利益を計算 

損益分岐点の考え方は、採算計算に活かすことができるほか、利益計画にも活用できる。

現状の利益額を上回る利益を確保したい場合の、必要売上高を逆算することが出来る。 

 目標利益を達成するために必要な売上高の計算にあたっては、取扱商品や取引条件、コ

スト構造が同じだと仮定し、固定費と変動費には大きな変動がないものとする。 

 現状では、例えば、売上高 1000で利益 200を確保しているとする。この利益の額を 100

増やして 300にしたいという利益計画を立てるには、次のようにする。 

 このような場合には、増加させた後の利益額 300を、固定費と同様に考える。つまり、

限界利益でカバーしなければならない固定費は、現在 400とすれば、この固定費が 300増

えて 700になると考える。現状の限界利益率が 60％だとすれば、損益分岐点売上高は次の

ように計算する。 

 固定費 700の時の損益分岐点売上高は、固定費 700の売上高に対する比率が限界利益率

60％と同じになる地点だから、700 を 60％で割って求めた売上高 1,167（＝700÷0.6）と

計算することができる。 

 同じように、設備投資によってコスト構造が変化したり、販売数量が変化する場合にも、

それらを見込んだ上での利益予測を立てることができる。 

 損益分岐点の考え方を活用して利益計画を立てるときの利益とは、通常は“経常利益”

であるので、支払利息なども固定費に含める。 
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２．労務管理・人材育成に関する提言事例 

 ̧ 事例 4 組織力が発揮できる後継者人材の育成     

 

 

 

 

 

 

 

 

事例の課題：社長一人に業務が集中し過ぎている。マネジメント、生産技術、人材教育な

ど全ての面においてである。時間的にも体力面でもいつパンクしてもおかしくない状態で

ある。今後も業容が拡大して行く事が確実であり、今から後継者育成などの手を打ってお

くことが必要である。経理関係の人材が定着しないで困っている面もある。つい最近も不

正を働いたので即座に解雇したばかりで、現在は総務の担当者に経理の勉強をさせながら、

急場をしのいでいる。その面でも社長の負担が増えている。 

 一方、生産管理の面では日常的に社長が積極的に分け隔てなく技術指導を行っており、

生産現場では相当なレベルで人材が育ってきている。品質関係や検査工程などではキーと

なる人材が存在しており、この面では殆どの業務を任せている。ただし、新規部品が半分

近くあり、しかも多種尐量製品が多いためコスト的に厳しく、社長が全てにわたって目を

光らさざるを得ないほどに難しいので、業務を全て任せ切れない。 

 

事例の対策：社長の後継者育成を最優先課題とし、企業のあるべき姿を描き、組織改革や

人材育成などの具体的なプログラムを作成した上で、次のようにシステマティックに進め

て行く。同時に、社長が抱え過ぎている業務の責任と権限の分散委譲を断行する。 

 ① 日本的経営（Bottom up）について時間をかけて教えて行く。 

（イ）小集団活動：今一度、期間を限定するなど 5S 活動などを通じて徹底的に実

行する。 

（ロ）朝礼（朝会）、夕礼（夕会）など、必ず記録ノートをつける。 

（ハ）Top down(ISO9001)型経営 と Bottom up（5S 活動など小集団活動） の良

いところを融合させた経営を実行する。 

＊Top down とワンマン経営は本質的に異なる。すなわち、Top down は社長が経営

方針を決めれば、たとえ社長といえどもそれに従うこと。それに対して、ワンマン

経営では、社長がその時の気分によって方針が変わったりする。 

 ② 経営方針、特に社長が考えていること（この会社をどのようにしたいのか）を徹底し

着眼点：従業員に業務を任せ切れ

ない面が尐なくないので、人材が

思うように育成できておらず、組

織力が十分発揮出来ていない。 

対策：体系的教育で管理者人

材の育成を図るとともに、社

長が抱え過ぎている業務の

責任と権限の分散委譲を思

い切って断行し、社長の後継

者候補人材も含め育成する。 
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て社員に浸透させる。 

（イ） 経営方針など全体的な動きは、直接社長が伝える手段を考える。 

（ロ）日常的な内容についてはリーダーを通してワーカーに伝える。 

 ③ 会社を社内外にオープンにする。 

（イ）社内に対しては、財務状況(Top secret は除く)、受注状況（生産状況）などを

伝える。特に、受注状況は逐次社内に伝え情報の共有化を図る。 

（ロ）社外に対しては、積極的に見学者などに来てもらう。日本・ベトナムの企業人、

ベトナム人学生、など 

④ 教育を徹底して行う。 

（イ）まず、マネージャー、リーダークラスから始める。 

（ロ）マネージャー、リーダークラスに基礎的なマネジメント、生産管理などを勉強

させる。 

ⅰ）座学：ベトナム日本人材開発センター（JICA/常時開催）、AOTS（年に数回

程度開催）への出席、ホーチミン工科大学などから専門の講師を招く（週に

1 回程度）。 

ⅱ）JODC 制度を活用し、日本からの技術専門家による現場指導を行う。 

ⅲ）OJT ：・日本の親企業へ従業員を短期派遣する。（３ヶ月、６ヶ月） 

（ハ） 日本語を教える。社内に自主講座を設ける。 

ⅰ）目的は 

a)日本の文化、習慣を理解させる。 

b)ベトナム人とのコミュニケーションが容易になる。 

ⅱ）ベトナム日本人材協力センター（JICA）、ドンズー日本語学校(民間)、さく

ら日本語学校（民間）などに通わせる。または上記民間の学校から日本語教

師を招いて社内で講座を開く。 

 ⑤ ルールを守らせる。 

（イ） まず挨拶の徹底を実施しながらこれを維持する。 

（ロ）5S の基本である「しつけ」についてはかなり浸透している。 

⑥ 工場長などマネージャークラスの育成は従業員同士を競わせる。 

（イ）課題を与えて（5S,改善活動など）その中から這い上がってくる社員をピックア

ップする。 

（ロ）改善活動(PDCA)は、具体的な不良品削減やクレーム処理等を実行しながらト

レーニングする。（次ページの図表 4-5 参照） 

 ⑦ 責任と権限を明確にする。 

（イ）将来的には、大半の責任と権限をベトナム人に任せていくことを考える。 

（ロ）職能別の「責任と権限一覧表」を作成しオープンにする。 

  ＊ISO9001 では職能が決められているが、権限については明記されていない。 
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⑧ 報酬制度を充実させる。 

（イ）1 年に 2~3 人程度タイやマレーシアなど近隣の産業などの発達した国へのご褒

美旅行を制度化する（東南アジアではベトナム人が一番優れていると自負）。 

（ロ）従業員全員での社内旅行を実施する（従業員が半分程度積み立てるなどをして）。 

図表 4-5  PDCA の展開 改善活動(PDCA) 
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図表 4-6 目標設定・品質方針データ分析 

1)

2)

3)

4)

5)
 

 

 ̧ 事例 5 システム的な教育ができる教育ノートの活用   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事例の課題：日系中小企業は、現地で思うような人材がなかなか採用できないのが現状と

いえる。この状況はわが国においても同様であり、中小企業が採用できる新入社員を企業

内教育によって、企業として必要な能力を持つ人材に育成していく必要性は極めて高い。 

 ところが、日系中小企業は一般的に人材育成に割くことができる時間は限られている。 

診断先のある企業では、NC 装置などの機械操作や組織のルールを順守させるといった

OJT(On the Job Training)を中心にした教育訓練を採用・入社時には集中的に行い、その

後は必要に忚じて教育している。又、土曜日の午後 4 時以降管理職教育を実施している。 

 人材育成の教育計画に関しては、これといった全社的な視点の計画もないまま、部分的・

散発的に教育し、教育結果も特に継続的に記録していない。これでは教育の重複や漏れも

発生しがちであり、経営者が望むようなレベルの教育効果が得られないはずである。 

着眼点：人材育成が部分的・散発

的教育では教育効果が思うように

上がらないし、教育の重複や漏れ

も発生しがちになる結果を招く。 

対策：効果を上げるために

は、全社的かつ組織の各階層

を体系的・計画的に教育す

る。教育結果は必ず記録し、

計画的に進めるツールとし

て教育ノートを活用する。 
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事例の対策：教育効果を上げるためには、全社的かつ組織の各階層、即ちワーカー、リー

ダー、マネージャーといった各クラスを体系的に教育する必要がある。教育結果は必ず記

録し、計画的に進めるツールとして、次のような教育ノートを全社で一貫して活用する。 

 

図表 4-7 教育ノートの装丁一例         教育用記録ノート 

  中小企業は教育に割ける時間は限れているので 

  朝礼（朝会）を教育の場と位置付け人材育成をする。 

 

  教育内容の一例を示すと 

 ①品質保証の啓蒙 

  ＩＳＯ目的、品質方針の共有、品質目標の評価など 

 ②品質管理教育 

 クレーム、不良、顧客情報、是正処置、予防処置など 

 ＱＣ７つ道具、検査・測定技法の教育 

③品質システムの徹底 

 文書・図面の改廃、手順書の徹底、内部品質監査評価 

④技能教育 

  ＯＪＴ、社内外セミナー、機械メーカー研修など 

 

以上の内容を尐しずつ継続的・段階的に教育する。 

 

教育ノートの作り方 

 ①朝礼・職場会議・会議全体を整理し、教育の役割分担を決める。 

  対象は、全社員、職場グループ、幹部社員と明確に。 

②日付、参加者（欠席者）、誰がを記入する。 

 ③記録内容は箇条書き３行以内を目指す（パレートの原則に従う）。 
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図表 4-8 教育ノートの記入例 

 

 

 

 

 ̧ 事例 6 小集団活動を育成できる組織的な５S 活動と QC 活動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事例の課題：診断先が収益性を向上させるためには、当社の総力を結集した取り組み、す

なわち、工場のすべての部署で自主的な課題・問題の発見と解決が必要となる。 

 社長も作業現場の従業員に対して、自ら問題を発見したり解決したりする能力を身につ

品質方針の徹底 

ＯＪＴ訓練 

システム徹底 

品質管理 

品質管理 

 

着眼点：経営者は従業員が自主的

に問題発見と解決ができる人材に

なるように望んでいるが、従業員

の意識改革を図る仕組みがない。 

対策：工場の全部署で小集団

５S 活動や小集団 QC 活動の

組織的取り組みを継続すれ

ば、従業員は次第に自主的に

取り組むようになり、意識改

革を図ることも可能となる。 
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けて欲しいと思っている。これを実現するために「我が国製造業のモノづくり小集団活動

をベトナム工場にも導入し、実践できないものか」とも考えている。小集団活動とは、従

業員の自発的意志で小集団が作られ、仕事の自主管理や問題解決にあたるというもの。 

しかし、日越の間には文化・歴史的経緯の違いから異なる社会環境があり、労働者とし

ての習慣や価値観にも異なる面があることは確かである。現に診断先の経営者の一人は、

「ベトナム人労働者に自主性を促そうとしても、彼らにはやらされているという意識が根

強く、その意識を変えることは容易ではない」という。 

 

事例の対策：確かにベトナム人労働者の意識改革を直ぐに実現することは難しいが、経営

者も自社には従業員の意識改革を図る仕組みがないことも、改めて認識する必要がある。 

意識改革を図るためにすべきことは、次の二つである。一つは、工場の各部署の複数従

業員からなるサークル単位の協働活動により、５Ｓ活動など特定テーマの問題の発見・解

決を自主的に図るための小集団業務を期間限定で行うこと。もう一つは、特定テーマ業務

の指導は、従来のように「具体的にどうしたら出来るか」まで教えるのではなく、「なぜそ

うするのか」だけを教えて、「どうしたら」までは教えないようにすること。 

 「具体的にどうしたら出来るか」の方法は、敢えて教えないで彼らにそれを気付かせる

ように仕向けることが、従業員の意識改革に繋がる。ここで肝心なことは、彼らが気づく

まで放置するのではなく、気付かせるように仕向けることである。つまり「なぜそうする

のか」の理由はしっかり伝えて、「どうしたら出来るか」の方法は、指導者も彼らと一緒に

考える姿勢で、従業員に気付かせるように仕向けることで自主性を促すのである。 

社長はこれらの指導を部下に任せっきりにせず、テーマの選定およびサポートを社長も 

しくはマネージャーが行う。各職場のサークル単位での取り組み、進捗状況、効果を工場

内の１か所に大きく掲示する。こうして工場の全部署で小集団５S 活動や小集団 QC 活動

の組織的取り組みを継続すれば、各従業員は次第に自主的に取り組むようになる。 

 

 ̧ 事例 7 組織コミュニケーションを向上できる仕組み作り 

（ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事例の課題：組織運営には欠かせない重要性を持つ“組織コミュニケーション”の中で、

診断事例として「情報共有化」と「業務連携」の二つに焦点を絞って紹介する。 

着眼点：社長の意思が伝わらない

ことが多く、現場の各リーダーが

横の連携を考えないという。組織

の意思疎通の仕組みに課題がある 

対策：意思を伝えるには、情

報共有化の仕組み作りとし

て記録と掲示に努める。作業

の連携で効率を上げるには、

各人の職務範囲を連携も含

めて再定義し、教育し直す。 
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① 言語の違いの課題 

 今回の診断先の経営者は何れも日本人であり、工場長を含む従業員の 99％はベトナム人

である。経営者の中にはベトナム語の日常会話程度なら出来る人もいるが、この人とて、

業務の意思疎通を十分図れるレベルまでは至っていないのが現状である。 

 一方、ベトナム人従業員の 99％は現地語以外、日本語も英語も話せない。経営者と各従

業員の意思疎通は従業員兼任の日本語通訳に依存している。その通訳の日本語能力も企業

によってレベルの違いがあり、中には意思疎通に課題が尐なくないという企業もあった。 

 

② 組織コミュニケーションの課題 

 診断先の組織には、こうした言語の違いによるコミュニケーションの障害が尐なからず

あるが、言語の違いよりも、むしろ組織コミュニケーション自体に大きな課題がみられた。 

 その一つとして、組織としての情報共有化が不十分なことが挙げられる。 

 

③ 掲示板・掲示物の課題 

例えば、ある診断先では工場全体として掲示物が尐ない上に、いくつかある掲示板でか

なり前の情報がそのまま残るなど、データ更新がしばらく行われていない様子も窺えた。 

 こうした現象は業務に関する情報は特定の担当者の頭の中にあり、それを口頭で関係者

には伝え続けているので、わざわざ掲示板に記入するのも面倒という意識の表れである。 

 しかし、客観的に見れば、組織の構成員全員に情報が共有化されていないので、情報の

漏れや重複が発生しがちになって組織効率が落ち、生産性の低下を招いているのである。 

 

④ その他情報共有化の課題 

これは掲示板に限らず、作業伝票においても本来、共有化すべき情報記入を省略してい

る例があった。またミーティングや朝礼の時でも、記録に残していない例が見られた。 

ある企業では社長の意思が伝わらないことが多いという。その要因の中に、言語の違

いによる意思疎通の問題だけでなく、組織としての情報共有化が不十分なことも大きく影

響していることを改めて認識する必要がある。 

 

⑤ 業務連携の課題 

一方、ある診断先の経営者は、生産ラインの班長が自らの部署のことだけを考え、他の

部署の班長などとの横の連携を考えないので、作業方法が統一化できていないという。 

 

事例の対策：① 情報共有化のため、まず、朝礼、ミーティングなどで必ず記録に残す。 

 ② 社長がこの会社をどのようにしたいのかという経営の目標や理念、経営方針を徹底し 

て従業員に浸透させる場として、朝礼やミーティング、掲示板・掲示物を活用する。 

(イ)  経営方針など全体的な動きは、直接社長が伝える手段を考える。 

(ロ)  日常的な内容についてはリーダーを通してワーカーに伝える。 

③ 経営側も、各従業員の個人的態度を聞くことを通じて正しく把握し、コミュニケーシ 
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ョン上の問題を解決することによって、従業員満足を向上させ生産性を向上する。  

④ 会社の状況を社内でオープンにする。社内の従業員に対して財務状況(Top secret は 

除く)、受注状況（生産状況）などを伝える。特に、受注状況は逐次社内に伝え、情 

報の共有化を図る。 

⑤ 業務連携の課題は、担当責任者の状況判断の忚用力を問題にする前に、「その班長の

職務範囲の定義に横の連携まで含まれているかどうか」という客観的判断で解決す

る。つまり、各担当者の職務範囲を連携も含めて再定義し、教育し直す必要がある。 

⑥ 掲示板の活用については、例えば、各職場で次のような“見える管理”を徹底し、 正

常か異常かが一目でわかるようにすることが、情報共有化を図る上で望ましい。 

 

 

図 4- 9 見える管理の例 

  生産ラインでの、ライン別の管理者・作業者一覧を顔写真入りでマグネットボードに貼る。 

  また、各ラインで休暇の人が何人いるかがすぐに分かるように、休暇掲示をする。 

   

   

 

 

  

 

 

 

 

 ̧ 事例 8 やる気を引き出せる人事評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事例の課題：ある診断先では、人事評価には現在のところ明確な評価システムは存在して

いない。現場のワーカーに関してはいわば減点方式での評価を行っている。何か違反を行

うとそれに従って減点が行われ、Ａ→Ｂ→Ｃとランクが下がり、ボーナスの査定に反映さ

Aライン  

写真 

班長：氏名 

ワーカーA  

写真 写真

 ワーカーA   

写真 写真 

ワーカーB 

ワ ー カ ー C

Ｃ 

ワーカーD  
休暇 

着眼点：人事評価が客観性に欠け

るため、人事評価をめぐってワー

カー間で不満がある。ワーカーの

定着率低下を招く一因となる。 

対策：評価を全員が納得でき

るようなものとするため、客

観的で、かつ、できるだけ単

純な評価基準を設定する。一

例としてスキル管理版を基

準とした人事評価を提案。 
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れるような仕組である。これらの評価は出勤管理とともに現場のリーダーが行っている。  

 また、リーダークラスに関しては、日本の親会社から人事考課票を持ってきて運用しよ

うとしたが、いまひとつうまく適合せず、最終的には社長を含めた日本人２人で評価を行

っており、客観的な評価基準はないに等しい。このような人事制度のせいか、人事評価を

めぐってはワーカー間で不満があるようである。 

今後、規模の拡大の可能性もある中、このようなシステムでは合理的な評価を行うこと

ができなくなるうえ、手間もかかることになってしまい、さらには誰もが納得できなけれ

ば不満の残ることとなる。これでは人材の発掘育成はできず、かえってやる気の低下を招

きかねない。 

 

事例の対策：そこで、明快で合理的な評価基準を設定し、その基準に従った人事評価を組

み立てることを提案する。具体的には、部署・業務ごとに必要なスキルを設定し、スキル

ごとに５段階で評価を行う。評価を全員が納得できるようなものとするため、できるだけ

単純な評価基準を設定する。 

例えば、 

ア．その技能を全く知らない。 

イ．教えられればできる。 

ウ．１人でできる。 

エ．工夫・改善ができる。 

オ．人に教えることができる。 

のような５段階である。必要なスキルについても格付けを行い、格に従った係数を設定し、

合計点数を算出し、評価を行う。従業員に拒否反忚がないならば、評価基準や評価結果を

公表し、公平性を担保する。（次の図表 4- 10参照） 
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図表 4- 10 スキル管理版による評価基準 
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３．生産管理に関する提言事例 

 ̧ 事例 9 ５S 活動の定着を可能とする赤札実践 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事例の課題：診断先一社の経営者は、５Ｓ活動（「整理」「整頓」「清掃」「清潔」「しつけ」

を徹底すること）について、次のように認識していた。わが社ではワーカー全員に入社時

にベトナム語の５Ｓ資料を渡して、ベトナム人マネージャーが教育を行っている。具体的

には、「週に 1 回 20 分間、身の回りの大掃除を行い、整理・整頓もしているが、大々的に

５Ｓ活動と教育は、実施していない」という。 

 この工場を診断してみると、現状では、定期的に工場内の清掃をワーカーに義務つけて

いるものの、工場内を回るとゴミ・ホコリ・不要物がある場所が何か所か見受けられた。 

その原因は、「５Ｓ活動がすべての改善活動の基礎となる」という認識が経営者をはじめ、

従業員全員に浸透していないためと思われる。また、「ルールを守る体制を作るためには、

５Ｓ活動から始めるのが常道である」という認識も足りないからである。 

 

事例の対策：すべての改善の基礎となる作業環境を整えるため、具体的には５Ｓ活動で最

初に取り組む必要性があるのは、「整理」を徹底して行うことである。これをきっかけとし

て５Ｓ活動が推進できる。その「整理」を徹底するには、以下の２つの活動が有効である。 

① 赤札実践活動 

    整理を効率的に実践する具体的な手法として赤札がある。 

   これは、次のような順序で実行すると効果的である。 

(イ)  赤札プロジェクトをスタートさせ赤札作戦を実行する対象職場を決定する。 

(ロ)  赤札基準を決定する。赤札基準とは、不良品、死蔵品、滞留品、端材などの処理 

方法を決めることである。また、滞留品の基準を、例えば１か月間使用されない 

ものというように決める。これらは職場状況を考慮し関係者と話し合いで決める。 

(ハ)  赤札を貼り付ける。 

(ニ)  判定定会議で赤札を貼った品目の処理方法を決める。 

(ホ)  不用品を、勇気をもって捨てる。 

着眼点：工場内にゴミ・ホコリ・

不要物があり、改善の基礎となる

作業環境を整えていない。経営者

も５Ｓ活動の進め方が分からない 

対策：５Ｓはすべての改善活

動の基礎になり、ルールを守

る体制を作るという認識を

徹底させる。５Ｓの手順は最

初に「整理」を徹底するため、

赤札実践活動を実施する。 
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 図表 4- 11 赤札の例 

品目  

部品番号  数量  

部品名  

 

理由 

不良  死蔵  滞留  端材 

 

部門       部      課     係 

月日       月      日 

なお、赤札実践を行う場合は、実施前と実施後の写真をとっておき、それを掲示し、実

施前と実施後で職場がいかに整理されたかを全員で認識することが重要である。 

 

②  安全・衛生・５Ｓ巡回を実施する。 

 これの目的は工場幹部から一般従業員まで全員が、安全・衛生・ ５Ｓに対する意識を

高めることである。巡回を行う人数は日本人トップおよびベトナム人幹部数人が好まし

い。その際に重要なことは、行う日時を決めておき、従業員に周知徹底することである。

（例：毎月 2 回、水曜日の午前１1 時 30 分から） 

 実際に行うことは、メンバー全員で工場全体を巡回して、職場の安全・衛生・5S の観

点から問題があると思われる場所を記録し、写真を撮ることである。 

 

図表 4-12 ５Ｓの意味を再確認 

JISZ 8141 S
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図表 4-13  ５Ｓ活動がなぜ必要なのか 

5
 

 

 

 

図表 4-14  整頓ができる“三定管理”とは 
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 ̧ 事例 10 作業効率が上がる標準時間の基準設定 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

事例の課題：ある診断先の経営者が「ベトナム人ワーカーの生産性は、日本人ベテラン技

能者と比べればまだ相当低い」という。その理由の一つは、ワーカーの定着率が低く、年

間で 40％近くのワーカーが入れ替わっているので、スキルが習熟していかないからである。  

 今後、生産性を高めていくには、当然ながらワーカーの定着率の向上を図る必要性があ

るが、それだけではこの問題は解決しない。なぜなら、当社はまだ、製品ごとに作業の標

準時間を設定しておらず、加工実績を記録しているのみだからである。 

生産性を高めるには、現状の作業速度を向上させる具体的な努力目標が必要となる。人

は目標がないと動かない。ここに製品ごとに作業の標準時間を設定する必要性がある。 

 

事例の対策：生産性を高めるためには、標準時間の設定が必要であると提言した。標準時

間の設定方法には様々な方法があり、目的や必要とされる精度に忚じて使い分けられてい

る。 

標準時間 

①  標準時間とは 

標準時間はＪＩＳの定義によれば、『その仕事に適性をもち、習熟した作業者が、所定の

作業条件のもとで、必要な余裕をもち、正常な作業ペースによって仕事を遂行するために

必要とされる時間』と定義されている。 

この定義に従えば、標準時間を利用すると、所定の時間にいくつ生産することができる

のかを予想することができる。つまり、標準時間は日程計画の基礎をなす非常に重要な尺

度である。標準時間を使って日程計画を立て、また、標準時間を基準として仕事の進み遅

れの判断や作業の習熟度の判断を行うことができる。 

ただし、当然のことながら作業方法や作業環境が変われば標準時間も変わってくるので、

状況に忚じて見直す必要がある。 

今、標準時間は日程計画を作成する上で必要な基本的なデータとして登場したが、もの

を作るという操作の中のいろいろな場面で活用することができる。 

(イ) 日程計画や工数計画、余力管理などの計画立案の基礎データにする。 

着眼点：ワーカーの生産性がまだ

まだ低いのは、作業速度の向上を

目標とした製品ごとの作業標準時

間が設定されていないからであ

る。 

対策：簡易な方法で標準時間

を設定することを提言する。 

具体的には“作業日報”を運

用し、そこに記入された実績

から標準時間を算出する方

法である。 

日報の考え方にはいくつか

あるが、代表的なものに作業

者単位の日報と製品・部品単

位の日報である。 
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(ロ) 製造原価（加工費）算出の基礎データとする。 

(ハ) 作業の能率の算出、評価を行う際の尺度にする。 

(ニ) 標準作業を決定する際の基礎資料とする。（利害得失の比較） 

(ホ) 必要人員、必要設備台数の算出の基礎資料とする。 

(へ) 未熟練作業者の教育、達成度を評価する際の尺度にする。 

 

② 標準時間の構成 

標準時間は定義にもあるように、「仕事の遂行」の中には余裕時間が含まれ、また、現実

の作業を観察してみても被加工物を加工する以外にもさまざまな時間が発生している。標

準時間の構成は以下のようなものとなっている。 

 

図表 4-15 標準時間の構成 

 

(イ) 主体作業時間 

製品を直接生産している正規の作業で、作業サイクルに対して毎回又は周期的に行われ

る作業に要する時間。主作業時間と付随作業時間とに分けることができる。 

(ロ) 主作業時間 

仕事の直接的な目的である材料、部品の変形、変質など、対象の変化そのものに直接的

に関与している作業に要する時間。 

(ハ) 付随作業時間 

主作業に付随して規則的に発生するが、材料の取付け、取り外しなど、仕事の目的に対

し間接的に寄与する作業に要する時間。 

(ニ) 準備段取作業時間 

主体作業を行うために必要な準備、段取、作業終了後の後始末、運搬などの作業。ロッ

トごと、始業の直後及び終業の直前に発生する準備、後始末、段取、運搬などの作業時間

をいう。 

(ホ) 正味時間 

主体作業、準備段取作業を遂行するために直接必要な時間。 

(ヘ) 余裕時間 

作業を遂行するために必要と認められる遅れの時間。必要と認められる遅れもいくつか
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に分けることができる。 

図表 4-16 余裕時間の構成  

 

余裕時間の構成を見ても分かるように、標準時間とは、作業に習熟していることが前提

にはなるが、無理なく継続して作業する際の時間であるということができる。 

余裕時間は「必要と認められる時間」ではあるものの、それは現状を是認しているわけ

ではない。例えば、材料や製品の運搬、空の台車の運搬、機械の故障や各種トラブルによ

る手待ち、不適切な図面・指示などに起因する打ち合わせなども職場余裕に算入される。

これらは当然、削減・排除されるべきものである。 

 

図表 4-17 標準時間と余裕率 

 

 

③ 標準時間の求め方 

(イ) 実績から求める（実績値法） 

過去の実績をもとに標準時間を算出する方法であり、過去の類似の製品や作業の記録か

ら類似性を考慮して作業時間を見積もる方法である。実績から算出するので、算出した結

果にすでに余裕時間が含まれているので、余裕時間を考慮する必要はない。この考え方を

利用すると、以前から続いている作業で標準時間が設定されていない作業の標準時間を設

定することができる。 

(ロ) 経験見積法（総括見積法） 

繰り返しのない個別生産の作業に適用される方法であるり、個別生産では受注ごとに仕

様が異なるので、経験豊富な作業者が過去の経験や勘に基づいて総括的に標準時間を見積

もる方法である。 
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(ハ) 分析見積法 

経験見積法同様、経験や勘をもとに標準時間を設定する方法である。こちらの方法では、

すべてまとめていくらという求め方ではなく、作業ごとに工数（所要時間）を設定し、そ

れを積み上げて標準時間とする方法である。 

 

図表 4-18 経験見積法と分析見積法 

 

(ニ) 標準時間資料法 

作業時間のデータを分類・整理して、時間と変動要因との関係を数式、図、表などにま

とめたものを用いて標準時間を設定する方法であり、いろいろな作業の中から共通する要

素作業を抽出し、それらの正味時間を集め、分析することによって作業条件に忚じた標準

時間を求められるような数式や図表にまとめておく方法である。 

図表 4-19 標準時間資料法 

 

(ホ) ＰＴＳ法（既定時間標準法） 

人間の作業を、それを構成する基本動作にまで分解し、その基本動作の性質と条件に忚

じて、あらかじめ決められた基本となる時間値から、その作業時間を求める方法。ＰＴＳ

法の代表的手法には、ＷＦ法とＭＴＭ法がある。ＷＦ法は、基本動作、動作距離及び動作

時間に影響を及ぼす変数、動作距離を考慮して作業時間を求める方法。ＭＴＭ法は、基本

動作、動作距離及び条件に忚じて作業時間を決める方法。 

(へ) 直接時間研究法 

作業を直接観測し、ストップウォッチで測定する方法である。一連の作業を細かい要素

作業に分割し、分割された要素作業ごとにストップウォッチで測定する。ただし、作業の

速度には個人差があるため、測定値をそのまま用いるのではなく、適正な補正を行う必要

がある。この操作をレイティングという。また、余裕率も観察に基づいて算出し、これら
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をもとに標準時間を設定する。 

このようにして求められた時間は余裕時間も加味されたものとなっているが、過去の実

績と比較して差異の有無を確認する。差異がある場合は製造現場の管理者、担当者と協議

を行い、調整し、標準時間として設定する。 

 

日報 

診断先企業の場合、現在は実績に関するデータも実績を収集する仕組も存在しないこと

に加えてデータの採取に工数を割くことは得策ではないので、先ずは簡易な方法で標準時

間を設定することを提言する。 

具体的には作業日報を運用し、そこに記入された実績から標準時間を算出する方法である。 

日報の考え方にはいくつかあるが、代表的なものに作業者単位の日報と製品・部品単位

の日報である。作業者単位の日報では当該作業者が１日のうちどんな作業を行ったのか、

どの部品にどの程度の工数を投入したのかを記入するようにしたもので、作業者の稼働状

況を主体にデータの収集を行う。一方、製品・部品単位では製品や部品ごとに日報を運用

し、当該部品が完成するまでのどのような工程を経由し、各工程でどの程度の時間を要し

たのか、を部品が工程から工程へと移動するたびに記入を行う。こちらの場合、類似部品

の製作の所要工数の見積もりに有用な資料とはなるが、部品加工を伴わない組み立てには

別途工数の集計が必要となる。 

いずれにせよ、ルールを守る文化が醸成されていることも必要であるが、日報を書くこ

とが作業者本来の仕事ではないので、日報の記入が本来の業務を阻害しないようなもので

ある必要がある。日報の様式の検討には実際の作業者の意見を良く聞く必要がある。また、

作業日報のデータを何に使うのかを考え、その用途に忚じた記入項目（作業、時間、精度）

を検討する必要がある。 

 

図表 4-20 作業者単位の日報および製品・部品単位の日報のイメージ図 

ᴜ ᴜ Ḹ

̸ Ḹ  
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 ̧ 事例 11 作業効率が上がるラインバランスの改善 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

事例の課題：診断先工場の生産性の管理状況をみると、現状では、作業の仕事を割り当て

る場合、工程ごとに仕事の割り当てを行っている。ところが経営診断で観察してみると、

先頭工程ではほぼ手待ちがないが、第２工程以降は 30％程度の手待ちが見受けられた。ラ

インのバランスロスが発生していると考えられる。 

 

事例の対策：ラインのバランスロスを減らすには、次のような手順で編成効率がよくなる

（ラインバランスがとれる）ように仕事の割り付けをやり直す。 

① 下記の図 4- 21のようなピッチダイヤグラムを作り、ラインバランスを改善して、第２ 

工程以降の手待ちが尐なくなるようにする。つまり第１工程よりも後工程の負荷が多 

くなるようにラインバランスを修正する。 

② 多工程持ちを推進する。第 1 ステップとしてラインを２本にして、１ラインのワーカ

ーを半分に減らし、ラインバランスロスを削減する。 

 

 

図表 4- 21  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

着眼点：ラインごとの仕事の負荷

と投入人員数の間にラインバラン

スロスがあり、特定工程に手待ち

を発生させる原因を作っている。 

対策：ラインのバランスロス

を減らすにはピッチダイヤ

グラムを作り、これを見て仕

事の負荷と投入人員数の間

のバランスを改善する。ま

た、多工程持ちを推進する。 

工程 A 工程 B 工程 C 工程 D 

サイクルタイム 

時間 

現状のピッチダイヤグラムのイメージ 

投入工程は、負荷が多い。 

第二工程以下は、負荷が 

尐なく、手待ちが生じている。 
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 ̧ 事例 12 作業効率が上がる段取り時間の短縮策 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

事例の課題：診断先工場の現状は、１ロットの生産数が 500以下であり、以前、日本の工

場で生産していた時のロット数と比べて半数以下と相当尐ない。このため、ロットの切り

替え時に、大きなロスが発生している。機械によっては加工時間よりも段取り時間のほう

が大きいものもある。 

 

事例の対策：この対策としてシングル段取り（段取り時間を 10 分未満にする体系的な活

動）が極めて有効であると考えられる。 

シングル段取りの具体的な手順は、以下①～④の通りである。 

まず、専用設備でない限り、ほとんどの設備では段取作業が発生する。段取作業の改善

は、今まで機械を停止して行っていた段取り（内段取）を、機械を停止しないで行う段

取（外段取）に変えていく方法と同時に、内と外の段取時間の短縮化を図る。 

 

① 内段取（機械を停止して行う段取）と外段取（機械を停止しないで行う段取）に分け

る。 

② 内段取の外段取化（これまでは、機械を停止して行っていた作業を機械を停止せずに

行う）。一般的には段取時間短縮では、段取作業の中から外段取のできる作業を抽出し、

外段取化する。 

③ 残った内段取作業の合理化を行い、内段取り時間を短縮する。 

④ 以上を実施した上で、外段取時間も短縮する。 

 なお、シングル段取はメカの詳細な知識が求められることから、専門書や教育用ビデ

オにより、具体的なノウハウを習得することが望ましい。 

 

 

 

 

着眼点：ロット単位が小さいとロ

ットの切り替え時のロスが大き

く、機械によっては加工時間より

も段取り時間のほうが大きい。 

対策：段取り時間を短縮化す

るには、これまで機械を停止

して行っていた内段取を機

械を停止せずに行う外段取

に変えると同時に、内と外の

段取り時間も短縮する。 

うし、 
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 ̧ 事例 13 ムダの発見と排除ができる連合作業分析 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

事例の課題：今回の診断では、時間的制約で、診断先工場内の作業を観察することにより

作業におけるムダの発見を行うことはできなかった。しかし、収益向上を図る必要性から、

作業観察を通じたムダの発見と排除は欠かせない。ムダの発見の方法にはさまざまな種類

のものがあるが、診断先の場合、次の連合作業分析による方法が最適であると考える。 

 

事例の対策：【連合作業分析】 

 1 人の作業者が複数の機械を動かしている場合、複数作業者が複数の機械を動かしてい

る場合などに、機械が稼働していない、人が手待ちになっている、などの光景が見られる

ことがある。このような時に同じ時刻に個々の作業者は何をしているのか、個々の機械は

どういう状態にあるのかを把握し、ムダや無理がないかどうか把握し改善につなげるのが

連合作業分析である。一般的に作業者の人数が多くなればなるほど、機械の台数が多くな

ればなるほどムダが増えるようである。 

《連合作業分析の手順》 

例えば、複数の機械が全く同じ作業を行っている場合は機械同士、それを操作する作業

者は作業のサイクルタイムに支配される場合が多い。しかし、実際には様々なサイクルタ

イムの機械を操作する場合も多い。そのため、分析の第一歩は観測のスタートをどこにす

るか選ぶことである。 

ア．作業者及び機械が一斉に作業を始めるサイクルをつかむ。 

イ．作業を要素作業ごとに時刻と作業内容を記録する。 

ウ．サイクルが一致する時刻を基準にして、各作業者及び各機械に関する作業と発

生時刻の表を作る。 

エ．それらデータを各作業者及び各機械の柱状図として視覚化する。 

オ．柱状図を相互に見比べ、手待ちなどムダが発生しているかどうか確認し、手待

ちの要因に結びつける。 

カ．改善案を立案し、実施する。 

着眼点：複数作業者が複数の機械

を動かす場合、作業者の人数が多

くなればなるほど、機械の台数が

多くなればなるほどムダが増える 

 

対策：各作業者や各機械の作

業データを記録した柱状図

を相互に見比べ、手待ちや不

稼働状況を発見して改善の

糸口とし、機械の多台持ち、

協同作業などの検討を行う。 
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図表 4- 22 各作業者と各機械の作業データ柱状図 

 

 

 

《連合作業分析の用途》 

連合作業分析では人や機械の稼働状況が一目で分かることから、どの機械が不稼働なの

か、そのとき作業者は何をしていたのかを比較・検討することができることから、以下の

効果がある。 

 

・不稼働状況が分かるので、改善の糸口を見つけることができる。また、柱状図を

用いて改善策をシミュレートすることができる。 

・機械の多台持ち、協同作業の検討を行うことができる。 

・作業者一人当たりの適正な機械の持ち台数を設定することができる。 

・工程や作業方法を変更した時に稼働状況がどのようになるのかを予測することが

できる。 

 

この連合作業分析は生産性の向上を目的に、人、設備、材料などからなる生産システム

の設計・改善・管理を行うための一連の手法群であるＩＥ（インダストリアルエンジニア

リング）の手法の一つであるが、他にも診断先の場合、取り出し機やコンベアが使われて

いるにもかかわらず、日本と比較して 1 台の機械に張り付いている作業者数が多いように

見受けられたので、以下のような分析を紹介しておく。 

《事例》 

ある工業用部品の製造を行っている企業で改善に取り組もうとしたところ、現場リーダ

ーより「忙しいので参加できない」との申し出があった。そこで、本当に「手一杯」かど

うか、作業を観察し、分析することとした。 
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ア．製造作業で発生する要素作業を列挙した結果、段取などを含めると１２０ほどの要素

作業を挙げることができた（必ずしも全部の作業が発生するとは限らないが）。 

 

図表 4- 23 要素作業を列挙した一例 

1
1-1
1-2

2
2-1
2-2

 

イ．ビデオによる撮影。慣れないうち、特にその作業を良く理解していない場合は、出現

した要素作業がどれに該当するのか瞬時に判断することは困難なので、ビデオカメラ

で撮影を行い、何度でも再生やスローモーションで見直せるようにした。 

ウ．割り切り。目的がどの程度のムダがあるのかを見積もることなので、厳密なデータは

必要はないと割り切り、個々の要素作業の時間に多尐の誤差があっても拘泥しないこ

とにした。 

エ．ＩＥの手法でいう連続観察法を利用した。ある特殊な状況下では、要素作業の出現状

況が特殊な状況の影響を受けるため、段取などの特殊な状況の発生しない定常状態を

選んで観察を行った。 

・２時間足らずで 118の要素作業が出現した。 

・出現した要素作業のうち、製造技術者としてスキルを必要とするものは、出現

頻度のうちの 10％程度（12回）、出現時間のうちの 17％程度。 

・誰でもできるような作業に振り回されて忙しくなっていた。 
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 ̧ 事例 14 ムダの発見と排除ができる業務プロセス分析 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

事例の課題：品質第一という意識が全社に浸透していることの裏返しとして、品質に対す

る過剰な意識があるのが当社の実情である。その結果、二重、三重の全数検査が行われる

ようになって、工数（≒人件費）のムダが発生している。もちろん、目視で検査を行って

いる限り漏れが発生するのは当然であるが、最悪の事態を前提とした正規工程はムダであ

る。 

 

事例の対策：そこで、二重、三重のチェックをどんな時に行うのか、換言すればどんな時

には二重、三重のチェックを行わないようにするのかについてルールを決めることを提案

する。そのためには裏づけとなるデータ取りが必要となるが、例えば、モデルとなる製品

を設定し、それについて試行を行う。 

 

手順としては 

ア．製造段階での全数検査を行う。 

イ．不良現象の把握、層別を行う。 

ウ．解決できるものは、解決を行う。 

エ．その後、製造段階での不良現象、不良率の推移を観測する。 

オ．製造段階での品質基準を設定し、品質基準に従って全数検査を行う。 

カ．検査工程で全数検査を行い、検査結果の推移を観察する。 

キ．製造工程で品質基準を満足し続け、検査工程で合格ロットが続くならば、検査

工程での検査を抜き取り検査に切り替える。 

ク．検査工程もしくは検査工程以外で不合格ロットが発生した場合は、検査工程で

の検査を全数検査に戻す。 

ケ．製造工程で品質基準を満足し続け、検査工程で合格ロットが続くならば、検査

工程での検査を抜き取り検査に切り替える。 

 

着眼点：二重、三重の全数検査が

行われ、工数（≒人件費）のムダ

が発生している。最悪の事態を前

提とした正規工程はムダである。 

 

対策：まず製造工程も検査工

程も全数検査行い、製造工程

で品質基準を満足し続け、検

査工程で合格ロットが続く

ならば、検査工程での検査を

抜き取り検査に切り替える。 
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 ̧ 事例 15 全社的な品質管理ができるＩＳＯの活用 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

事例の課題：当社は、品質管理を重視している割には、工場全体として組織的には取り組

んではおらず、ベトナム語表記のＩＳＯ9001 のマニュアルが既に利用されているにもかか

わらず、品質情報が組織的に共有化されていない。ＩＳＯ9001 の品質マネジメントシステ

ムを組織的に活用出来なければ、品質管理の目的である「品質保証＝お客様に迷惑をかけ

ないこと」が達成できない恐れも十分ある。社長は、社内で品質管理のシステムを確立し

て、これを全社で組織的に実践し、改善し続けない限り、「品質保証ができない危険が常に

付き纏う」ということを改めて認識する必要がある。 

 

事例の対策：全社的な品質管理を行うには、まず、品質管理ミーティングを週一程度開催

して品質情報の共有化を図る第一歩とする。最初は社長の Top-down で各部署のマネージ

ャーを招集する方法もある。当会議の開催を積み重ねるうちに、リーダークラスを主体に

したミーティングも設け、これを継続して小集団 QC 活動のベース作りへと発展させる。 

 

 この動きと同時並行的に、ワーカーに対しては、朝礼（朝会）時などを利用してＩＳＯ

9001 の活動を推進する上での品質意識の徹底を図る。ＩＳＯの品質管理のシステムを社内

で確立し、全社で組織的に実践し改善し続けることができるように、教育内容を尐しずつ

計画的に指導する。その教育結果は、教育ノートに継続的に記録して組織で共有化する。 

具体的な指導内容は、例えば、ＩＳＯ品質マネジメントシステムを自社内で確立し、こ

れを実践で運用するためのＩＳＯ教育資料があり、これを活用した教育を継続していく。 

参考までに、その中から以下に四つの資料を選んで紹介する。 

 

 

 

 

 

 

着眼点：品質管理システムを全社

で組織的に実践し続けなければ、

顧客に迷惑をかけない品質保証さ

え出来ない危険が常につきまとう 

 

対策：各部署の管理者による

品質会議を皮切りに、品質管

理システムを確立し、全社で

組織的に実践し改善し続け

られるように、リーダー・ワ

ーカーまで指導を徹底する。 
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図表 4-24 品質マネジメントシステム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 4-25 社内不良を半減させる作業手順書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

品質マネジメントシステムは、 ＱＡ＋ＣＳ・ＥＳ  

 ＩＳＯ９０００ は、“会社を元気にする”しくみ。 

 目標管理は、経営者が考えたことを各部門、一人ひとりに 

 徹底させ、経営に参加させる手法。 

  ＱＡ（品質保証）：お客様に迷惑をかけないこと。 

             「次工程はお客様」の考え方。 

  ＣＳ（顧客満足）：顧客に信頼感、安心感を与える。 

  ＥＳ（社員満足）：仕事は楽しく生き生きと。 

 

社内不良を半減させる作業手順書 

●社内不良には 2 種類の原因がある。 

 1) 品質管理(QC)が必要な不良。 

 2) 決めたことを守れば防げる不良。 

●ISO は、“決めたことをいつでも守れる”体制作りである。 

 これを徹底することで慢性不良は半減する。 

●半減しない場合、ISO の運用が不十分と言える。 

●作業手順書には、次の４つの関所を明確にする。  

 ①受入れ検査 

 ②工程内検査 

 ③最終検査 

 ④出荷承認 
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図表 4-26 四つの関所 
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図表 4-27 品質保証とはお客様に迷惑をかけないこと 
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４．資材調達・在庫管理に関する提言事例 

 ̧ 事例 16 在庫削減ができる発注方式と在庫管理の方法 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

事例の課題：診断先は財務分析の結果や工場内の様子を見ても明らかに過剰在庫であり、

ベトナム人工場長からも工場のスペースが足りないというコメントがあった。当社の現状

では、材料・部品発注のための生産管理システムではなく、エクセルで簡易的な発注シス

テムを作っている。また、部品発注方式は部品の価格・材料によらずに一律に発注点方式

を用いて、月の使用料の 1.5 倍を発注点として発注をしている。 

このままの発注方式を継続すれば、過剰在庫が積み上がる危険性もはらんでいる。 

 

事例の対策：過剰在庫の削減を図り、適正な在庫量を常に維持できるようにするには、今

後は以下のような方式を導入し、活用することが有効である。 

 

①  ABC 分析 

ABC 分析とは、 多くの在庫品目を取り扱うときそれを品目の取り扱い金額又は量の大

きい順に並べて、A、B、C の 3 種類に区分し、    図表 4-28  ABC 曲線の例 

管理の重点を決めるのに用いる分析手法である。 

ABC 分析のそれぞれの品目によって最適な発 

注方式は異なる。 

A グループは、手間がかかってもきめの細かい 

 管理を行う。 

C グループは、管理の手間がかからない方式に 

する。 

B グループは、A と C の中間にする。 

以上のような考え方から、具体的には、以下のような管理方式が適切となる。 

 A グループ：定期発注方式を採用する。 

B グループ：原則的に定量発注方式を採用する。 

着眼点：部品の価格・材料によら

ずに一律に発注点方式を用いて、

月の使用料の 1.5 倍を発注点とし

ての発注は、過剰在庫を招き易い 

 

 

対策：過剰在庫の削減を図

り、適正な在庫量を常に維持

できるようにするには、発注

式として ABC 分析、定期発

注方式、定量発注方式、常備

品管理方式が有効である。 

Ａ 

Ｂ Ｃ 

0 10 30 100 

100 
90 

ＡＢＣ曲線の例 

品目数(％）→ 

↑
使
用
金
額
の
累
積 

（％） 
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C グループ：簡易管理方式（ダブルビン法等） 

 

ᵒ  

 発注日を固定して、発注量は原則的に毎回異なる発注方式である。厳密にいうと、

予め定めた発注間隔で、発注量を発注ごとに決めて発注する在庫管理方式といえる。 

     ：発注量は、以下の式で示される。   

        発注量＝（発注間隔＋調達期間）の中の需要推定量－発注残－手持在庫量

＋安全在庫量」 

                    図表 4-29 定期発注方式による在庫量の変化 

   なお、安全在庫とは需要 

変動または補充期間の不確 

実性を吸収するために必要 

とされる在庫のことである。 

資材の種類によっては現

地調達できずに、輸入調達

するものもあるが、輸入実

績なども考慮して安全在庫

がどの程度、必要なのかを

安全面と資金繰り面の双方

から総合的に検討し見積る。 

定期発注方式は、在庫量を尐なくでき、きめ細かな管理が行えるので、価格が高い

部品や購入量が多い部品に向いている。定期発注方式の欠点としては、事務処理が煩

雑になり、管理に手間がかかることがあげられる。 

 

 

③             図表 4- 30 定量発注方式による在庫量の変化 

   発注量が定まっており、 

発注時期は定まっていない 

発注方式である。  

厳密にいうと、発注時期 

になると、あらかじめ定め 

られた一定量を発注する在 

庫管理方式である。 

 

なお、この定量発注方式は、一般には、「発注点方式」とも呼ばれている。 

 

 

時間 

等間隔 等間隔 

⌂
╢ 

 

 

発注間隔⇒異なる 時間 
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④   

   小物で安価な部品（例：ネジ、ワッシャー類）に対しては、常備品管理方式を利用 

  する。常備品管理方式の代表的な例として次のダブルビン方式がある。 

  ダブルビン方式は、以下のような手順で実施する。 

                      図表 4-31 ２種類の容器内在庫量の変化 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ハ)一箱分が空になったら、 

一箱分の資材を発注する。 

なお、容器の中に発注書を 

前もって入れておき、使い始めた人が発注担当者のところへ持っていくと

いうルールにしておくと、発注漏れを防ぐことができる。 

(イ)図のように２種類の容器を用意

し、資材（部品）を一杯に満たす。 

(ロ)片方の容器のみ、資材を 

   使用する。 
倉庫で 

保管 

現場で 

使用 

一箱分 

を発注 

現場へ 

移動 
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 ̧ 事例 17 小物部品の在庫整理ができる見える管理の導入 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

事例の課題：診断先において小物部品の在庫管理に課題がみられた。小物部品の置き場が

乱雑で、どの部品がどこにどれだけあるかが、一目では分からない。在庫量に過不足があ

るかも分からず、部品を探すのに余分な時間を相当“ムダ”に費やしている。 

 

事例の対策：この問題を解決する鍵は、スーパーマーケットの売り場のような“見える管

理”を徹底することである。その具体的な方法を以下に紹介する。 

 

① まず、各部品の部品番号、名称、最尐在庫数、最大在庫数をマグネットボードなどで 

明確に表示して、これを見てすぐに部品を探せるように工夫する。これらの「一目で

視覚的に識別できる」工夫こそ、“見える管理”の徹底である。 

 

これらの工夫の中で特筆すべきは、部品ごとに最尐在庫数と最大在庫数を決めることに

より、特定部品の在庫量が正常なのか異常なのかが一目でわかるようになることである。 

これが特定部品の在庫切れや過剰在庫の防止に威力を発揮することは言うまでもない。 

 

②  次に、棚を決定する際は、スーパーマーケットを例にして、製品別、部品内容別など 

で体系的に置き場所を決定すると、より探しやすくなる。また、棚の通路の入口に部 

品タイプを表示すると、更にわかりやすい。 

着眼点：小物部品置場が乱雑で、

どの部品がどこにどれだけあるか

が、一目では分からないから、探

すのに余分な時間を費やしてい

る。 

 

 

対策：各部品の部品番号、名

称、最尐在庫数、最大在庫数

をマグネットボードなどで 

明確に表示して、これを見て

すぐに部品を探せるような 

“見える管理”を徹底する。 
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第Ⅴ章 世界同時不況下での経営環境変化に対忚する 

ベトナム進出日系中小企業 

      

米国発の金融危機は、日本に深刻な影響を及ぼしている。金融危機に端を発した国内外の需要の減

退による生産量の低下が連鎖的に発生し、多くの企業の経営状態は悪化している。この状況は、日本

に限らず世界各地に波及している。そこで、今回のベトナムに進出している日系中小企業に対する企

業診断では、診断と同時に金融危機が進出日系企業にどのような影響を与えているのか、それに対し

てどのように対忚しているのかについての調査・分析も併せて行った。 

 

調査・分析に当たっては、日本国内でも企業の業績にばらつきがあるように進出日系企業への金融

危機の影響は企業に対して一律ではないことを前提にしている。すでに多くの報告・報道が行われて

いるように、国によって金融危機の影響の大小は異なっている。そのため、企業がどのようなサプラ

イチェーン（※）に組み込まれているのかによって影響の度合いは異なったものとなっていると推定

される。すなわち、調査対象企業と親企業の関係、顧客・納入先の所在地、資材の調達先・調達方法

などの要因に注目することによって、金融危機の影響の有無や大小、対忚の意義などについて理解す

ることができるのではないかという仮説に基づいて、調査・分析を行った。 

各企業はそれぞれの状況に対して様々な取り組みを行ってはいるが、世界的な不況の先行きが不透

明な中、さらなる対忚が求められている。そこで、各社における金融危機の影響と対忚策とともに残

された課題についても併せて報告を行う。 

（※）サプライチェーンとは：部品の製造、部品を工場に運ぶ、部品を工場で組み立てて製品にする、

製品を提供するという４つのプロセスを一貫管理することである。この４つは同一企業内の組織であ

るケースもあれば一部を外務委託する場合もある。 

 

１．ベトナムの経済状況 

経済危機の影響を調査・分析するに当たって考慮しなければならないのが、ベトナムの経済状況で

ある。ベトナムに進出している日系企業は、日本向けをはじめ必ずしも輸出用の商品を製造している

わけではなく、ベトナム国内での販売に供される商品も製造している。これらの商品の需要動向はベ

トナムの経済状況に左右されることからベトナム経済の状況を調査した。 

ただし、経済状況の変化が最近、また急激に起こったものであることから、まとまった資料は存在し

ていなかったので情報の断片を列挙し、そこから経済の現況を判断した。 

●経済成長率 

2008 年の経済成長率は 6.23%となった。2007 年の経済成長率が 8.5%であったため下落とはなって

いるものの依然高い水準にある。 

●通貨の対ドルレート 

リーマンショックをはさんだベトナム通貨ドンの動向を見ると、2008 年３月に１ドル＝15,810 ド

ンだったものが、2009 年 2 月初頭には１ドル＝17,480 ドンになっており、じりじりと下がっている

ものの下落幅はそれほど大きくない。 

●外貨準備高 

2006 年、2007 年と大幅な伸びを示していた外貨準備高は 236 億ドルという 2007 年のレベルより

はやや尐ないものの 200 億ドル台を保ち、大幅な下落は示していない。 
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●消費者物価指数 

データがすべてそろっているわけではないが、消費者物価指数は地域（ハノイとホーチミン）によ

って差があり、ホーチミンよりもハノイの方が上昇傾向にある。また、全国的にみると 12 月まで下

降傾向が続いていたのが１月になって上昇に転じている。また、ホーチミンでもわずかながら上昇に

転じている。 

-0.19 -0.76 -0.68 0.32
26.70 17.48
0.16 1.07 -1.30

23.00
-0.24 -0.69 -0.42 0.04

23.16 16.61  

●景況感 

2008 年第 4 四半期の景況感指数は、第 3 四半期の 100 から 93.0 へと下落した。ただし、約半数の

企業が来年には景気が上向くと考えており、人員削減を行う予定のない企業、設備投資を行うことを

予定している企業も多い。 

●公的な施策 

ベトナム国家銀行は、2009 年 1 月に景気後退阻止のための指示を発表した。また、政府は景気浮

揚策や経済衰退の歯止め、社会生活安定を目的とした緊急対策を講じた。 

●自動車販売 

2008 年 12 月の新車販売台数は、前年同月比で 23%の減尐となった。ただし、通年でみると 23%

の増加となっている。 

●自動車生産 

日系の自動車メーカーによる当地での今年の生産量は、本国での生産量は削減されているにもかか

わらず、変わらない見込みである。 

●輸出 

2009 年 1 月の輸出は前年同期比で 24.2%、前月比では 27.6%の減尐、輸入は前年同月比で 27.6%、

前月比では 44.8%の減尐となっている。 

●輸出 

ゴムの輸出量は、今年は世界的な自動車生産量の減尐の影響を受けて大幅に減尐することが予測さ

れている。 

（VIETOJO（http://www.viet-jo.com/）より） 

 

ベトナム政府が景気浮揚対策や景気後退を抑止するための施策を講じていることや輸出が減尐して

いること、新車販売台数が減尐していることなどから判断すると景気が後退していることは間違いな

いものと考えられる。ただし、2008 年の成長率、年 6.2%は、以前に比べやや鈍化しているとはいえ、

依然として高い水準で成長していることもまた事実である。 

他の指標がないために正確な分析はできないが、経済成長率が比較的大きな値を示していること、

金融危機の発生直後にも消費者物価指数がプラスの地域（ハノイ）があったことに加えて、2009 年 1

月には全国の消費者物価指数がプラスに転じていることなどから判断して、金融危機の影響は日本な

どに比べて軽微で、決して好景気とは言えないものの需要は堅調であると推定される。 
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２．診断企業の動向 

（事例１） 

①当社の事業形態 

当社は日本の親企業が企画・設計したものを当地で製作し、日本に輸出している企業であり、販売

の 80%は日本の親企業で、残りの 20%は当社が独自に開拓した日本国内の企業である。また、これら

の製品で用いられている材料は、日本の親企業が調達し当社に供給（販売）している。 
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②当社の状況 

・当社は設立後それほど時間が経過していない事情もあるが、売上は昨年と比較すると大幅に増加し

ている。 

・原材料価格は 10%程度低下した。 

・為替の変動による損失は軽微である。 

 

③金融危機への対忚 

当社の製品は日本国内向けに販売しているため、最近の住宅不況などの影響もあり、5 月以降の受

注予定がまだ入っていない。 

このような状況にあり、しかも当社が立ち上げから間もないために金融危機の影響を以前の業績と

比較することは難しい。しかし、グループ全体でみると金融危機や住宅不況の影響で需要が減尐して

いることから今後の方向として新たな市場を開拓することを目指している。具体的には、新技術を導

入して高付加価値商品を開発し、これを日本およびヨーロッパに販売することを考えている。すでに

ヨーロッパなどでの市場調査を開始しているが、まだまだ勉強することが多く具体的な成果には至っ

ていない。 

今後は、日本の親会社との関係についても整理が進み、また当社独自での市場開拓を行っていくこ

とにより、独立採算を目指す方向である。 
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④残された課題 

当社の生産管理は、実質ほとんど行われていないに等しく、今回の診断を通じて５Ｓや標準時間な

ど基本的なことから取り組み始めたような状況である。そのため、多くのことに取り組まなければな

らないが、これらを同時並行に進めようとすれば却って混乱やムダが発生しかねない。そこで、やら

なければならないことを列挙し、それらを互いに関連付けて優先順位をつけて取り組んでゆく必要が

ある。ルールを守る体制を作るためには、５Ｓから始めるのが常道であるが、当社の場合、生産管理

が何も行われていないために、今後、生産管理体制が構築されるに従ってレイアウトの変更やライン

の再編成も行われることが予想される。そこで、５Ｓも生産管理体制の構築と歩調を合わせて実施す

るのが現実的である。具体的には、５Ｓの取り組みは先ずは赤札作戦を含めた「整理」を徹底して行

い、それを行いながら日報の運用を通じて標準時間の設定とそれを用いた生産管理を実施する。初期

の生産管理が実施されるようになると、どこにどれだけの仕掛品が必要なのか、仕掛品を置くスペー

スがどの程度必要なのかが解ってくるので、それに合わせて設備のレイアウトの変更を行うべきであ

る。その時に初めて５Ｓの「整頓」を行い、暫定とはいえ正規の工程に合わせた置き場所の設定を行

うようにする必要がある。 

これは取り組まなければならないことの一部であるが、このように、やらなければならないことは

何なのか、どんな条件が成立すれば実施できるのかを考慮して、ステップバイステップで現場の改善

に取り組むべきである。 
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（事例２） 

①当社の事業形態 

当社は、日本の親会社から発注を受け、製造し親会社へ納入しており、原材料は日本および中国か

ら調達している企業である。 

当社の位置づけは、一忚、優先的に仕事を配分してもらってはいるものの、日本の親会社から見れ

ばいくつもある調達先の一つである。現在のところ、日本の親会社の扱う製品の 80%は商社経由の委

託生産で賄っており、残りの 20%を親会社のグループ会社で生産している。当社は、その 20%の中の

さらに一部を生産している。多くは中国で生産されているが、当社の生産性はまだまだ中国のグルー

プ会社には及ばない。 
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②当社の状況 

・売上は通年で見れば前年と比較して 138%の増加であるが、直近３ヶ月でみれば前年同期比 76%減

と大幅な減尐となっている。 

・ドル決済の為、会計上、為替の影響は小さい。 
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・原料が円契約のドル支払いなので、以前より円高の現在はコストアップになる。 

 

③金融危機への対忚 

当社は、材料に関しては円で値決めしドルで決済しているため、両者のレートが変動すると差損が

出るが、レートが安定してくれば差損は発生しない。 

仕事に関しては、当社は親会社のグループ全体の中でもそれほど多くは受け持っていないので、親

会社グループ全体で仕事が減っても、それほど影響を受けない。それよりも、当社で生産する商品の

生産性を上げたりコストを下げたりすることで、もっと仕事を取り込むことが重要である。 

 

④残された課題 

コストダウンや生産性の向上に向けて取り組みが行われているが、忘れてはならないのが実際の生

産を担うのは作業者であるということである。特に当社の場合、作業の多くが労働集約的に行われて

いるために、人のスキルや協動に依存する部分が多いものと判断される。しかしながら現在のところ

年間に半分程度の従業員が入れ替わるような状況で、なかなかスキルアップやモラール（労働意欲）

の向上を図ることができないのが実情である。そこで、人事・労務に関して価値観の共有や社長の考

えの伝達などベクトルを合わせることも重要であるが、それとともに人材の定着率を向上させる仕組

を作ることが課題であると考えられる。今後、グループ会社の一つである中国で実施したように、出

来高払いも視野に入れるならば、日本の勤続表彰のような制度も一つの可能性として考えることがで

きる。もちろん当地の事情をもあるので、日本の仕組をそのまま導入することはできないが、もっと

短期の勤続期間を対象に小額の賞であっても、当社に長くいることによって何か従業員にとって良い

ことがあると期待させるような仕組作りが必要である。 

５Ｓについては赤札作戦などを実施したようであるが、工場を見た限りでは全体的に中途半端で不

徹底である。社長自身が忙しいこと、営業出身であまり現場に詳しくないなどの事情もあり、なかな

か進めることができないのではないかと推定されるが、工場を任されているからにはすべての改善活

動の基礎となる５Ｓは避けて通るわけには行かない。そこで、できるだけ負担を軽くして５Ｓに取り

組むために、全社一斉ではなく、モデルラインやモデル職場で５Ｓを実施することを提案する。モデ

ルラインやモデル職場での５Ｓでは、社長、スタッフ及び各現場のリーダーが参加し、これら参加者

への教育もかねて実施する。この活動を推進してモデル職場の５Ｓが定着すれば、モデル職場の５S

に参加したメンバーがそれぞれの職場で５Ｓを実施するようにする。もちろんこの活動を推進するに

当たっては、これが職務であることを明確にする必要がある。 
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（事例３） 

①当社の事業形態 

当社は日本の親会社から仕事を請け、生産を行い、日本の親会社に納入している企業である。形態

としては、繰り返しのある製品に関しては親会社が在庫を引き当てて顧客に納入し、減った在庫分を

補充する形で生産を行っている。営業活動は親会社が行い、また、価格についても、親会社からの指

値のため、大きな収益は期待できない。 

当社では毎月 40～50 点の製品を製造しているが、20 点ほどは新規製品であり、繰り返しのある物

とない物が混在している。また、材料は日本より調達している。 
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②当社の状況 

・ここにきて生産品目・加工内容に大きな変化が起きている。 

・売上は通年で前年より７%増加した。直近３ヶ月を前年同期と比較すると 39%の増加となっている。 

・原材料費は、以前と変わっていない。 

・為替の変動による損失は、ほとんど発生していない。 

・不況の影響で親会社が製品を引き取れなくなってきており、従業員数は 40 人（30%）減尐してい

る。 
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③金融危機への対忚 

当社は金融危機の影響を大きく受けている。当社の親会社は国内で金融危機の影響を受け、大きく

仕事を減らしている。その結果、親会社では人員削減が行われ、当社の製品を引き取ることもできな

くなっているため、当社の操業度は以前の 1/3 程度に低下している。しかし、生産性向上の努力もあ

り、売上は 1/2 の低下でとどまっている。 

操業度が低下した分、時間が余っているので、その余った時間を利用して現在は課題となっていた

人材育成に取り組んでいる。 

一方、親会社との関係においても変化が生じている。親会社の取引先が売上を確保するためにコス

トを下げる必要が生じ、従来国内で生産していた物をマレーシアで生産することになった。そのため、

ベトナムで生産した物を日本に納入し、またそれをマレーシアに運ぶのもムダであり、また、部品単

価としても合わなくなってしまった。そこで、従来、当社としては営業は行わず、また、顧客との直

接取引はしないことになっていたが、このような事情に対忚して、親会社は、従来の方針を転換し、

当社が顧客と直接取引を行えるようになった。 

従来から当社の存在は、東南アジアに進出している日系企業では口コミなどを通じて知られていた

が、直接取引を行わないという方針の下、引き合いは断ってきたが、前述のような事情を受けて今ま

で断ってきた東南アジアの日系企業との取引もこれをきっかけに開始される見込みである。 

また、親会社も景気が回復した後は、当社の生産規模を拡大する方針を打ち出している。そのため、

今後、当社は設備や従業員数を増やす見込みであり、社長は営業も兼務して社外に出かける機会も多

くなることが予測されている。 
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④残された課題 

このように、当社は金融危機によりプラス面でもマイナス面でも影響を受けているが、何よりも当

社はフリーハンド（自由裁量）を持ち、存分に技術力を発揮できるという強みをもつ。半面、当社が

どのように日本の親会社に貢献するのかなど、グループを構成するメンバーとしての新たな立場を明
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確にしなければならない。これに加え最も大きな課題は、時間的制約と社長の負荷である。 

新方針の下、すでに顧客との打ち合わせが進み始め、当社での生産、当社からの納入が確定してお

り、早急に生産体制の構築が求められている上に、今後、さらに別の企業からの引き合いも見込まれ、

急速に繁忙となっていく可能性がある。そのような状況の中、社長は今までの生産技術、生産管理、

人事労務のみならず営業も担当することになり、しかも現在よりも大きな規模の工場を運営しなけれ

ばならない。生産技術はもちろんのこと生産管理を担当できる人材を育てなければ、営業活動などで

社長が会社を空けることは、管理上できなくなる。 

社長 1 人で工場の面倒を見るという現行の体制を組織で動かす体制に早急にもっていかねばならな

いが、人材の育成、特に判断業務、管理業務ができる人材の育成には時間がかかるので、商談が具体

的になっている現在でもすでに残された時間は尐ない。 

今後の取り組みとしては、人材として今後の企業の運営に必要な要件を機能ごとにまとめること、

それに従って人材の評価を行うこと、現在よりももっと積極的に人材を育成することが必要である。

その際、求める人材の人物像として注意しておかねばならないことは、当社の現状は、社長が無理に

無理を重ねてやっと到達した姿であることから、現在の社長と同等のものを求めるのはどだい無理な

話であり、従って、工場を運営するのに必要な最低限の機能は何なのかを明確にしておく必要がある

ということである。これらの取り組みがうまくいかない、あるいは時間が足りないならば、公的制度

の活用なども考慮し、一時的に本社からの忚援を頼み、人材教育や工場運営のフォローを担当しても

らうなどの方法も検討すべきである。 
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（事例４） 

①当社の事業形態 

当社は、親会社を日本に持ち、同じ技術で生産を行っているものの、親会社とは全く異なった製品

を生産している企業である。そのため、営業面では親会社とはつながりはなく、当社の納入先は当地

に進出している日系のセットメーカーである。客先は多岐にわたり一社への依存度は小さい。客先も

当社で開拓し、また、原材料の調達も当社が現地で行っている。 
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②当社の状況 

・当社の売上の状況は、当地に進出している日系セットメーカーの動向に依存する。最近の状況は 12

月に例年以上の減産があったが、年明け以降は回復傾向にあり、急激な生産調整はないものと見込

んでいる。ただし、当地のセットメーカーでも輸出型企業は減産傾向にある。国内型企業について

は顧客の計画によれば、昨年と同様の水準で推移するかやや減尐するものと予測している。 

・直近３ヶ月で見ると売上は前年同期比 136%であるが、原材料費も上昇し前年同期比 140%となっ

ている。 

 

③金融危機への対忚 

当社では現地金融機関から借り入れると金利が高いことから、銀行借入の金利負担を軽減するため

に日本の親会社で借り入れを行い、親子ローンで対忚している。 

 

④残された課題 

当社はベトナム進出後の期間が比較的長く、中間管理職も定着し、育ってきている。また現場の管

理活動もそれなりに行われているが、実態と合っていない部分や形式的に運用されているだけの部分

もある。これらの問題を解消するためには、現場のワーカーの底上げを図る必要がある。 

当社は従業員数が多く、管理が困難なように見えるが、中間管理職が育っているという強みがある

ので、この強みを利用して従業員の底上げを計ることが適切である。教育ノートを軸として教育の実

施を行うことを提言しているが、教育ノートの活用とともに重要なことは、どのようなステップで教

育を行うのかを示すことである。現在のところ５Ｓが出発点となっているが、５Ｓは手段もしくは入

口なのであって目的ではない。従って、５Ｓの先には何があるのか、どのようなステップがあり最終

的な目的は何なのかを中間管理職に示し、中間管理職を通じてワーカーの教育を行う必要がある。教

育を行う場合、教育実施者も教育内容を理解しなければならないので、教育実施者が教育を実施する

過程で自身も勉強することになり、一挙両得で人材育成が行えることになる。 
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参考資料 2 中小企業診断士とは 

 

（１）中小企業の相談役 

日本の企業の 90％以上を占め、日本経済の基盤を支えているのは中小企業である。中小

企業は、経営改善、設備投資や人材確保、新技術の導入などを単独で行おうと考えても、

非常に厳しい状況にある。中小企業政策で「経営革新･創業支援」「経営基盤強化」「経済社

会環境変化への円滑な適忚」が必要とされるが、中小企業が現状を脱するための何らかの

手段を講じようとしても、問題点の明確化や現状把握のための情報入手、現状打開のため

の戦略立案など大きな壁が存在する。 

 この様な状況で、相談役となるのが中小企業診断士である。中小企業診断士は、中小企

業の経営課題に対忚するための診断及び助言を行う専門家で、「中小企業支援法」（昭和 38

年法律第 147 号）第 11 条に基づいて経済産業大臣により登録される国家資格を有するもの

である。なお、中小企業診断士は名称独占資格であって、法律で規定された独占業務はな

いが、経営コンサルティング業務に係るものとしては唯一の国家資格である。 

 

（２）中小企業診断士の制度変更 

 平成 13 年度に大幅な制度改正があり、中小企業診断士の位置づけは、「国や都道府県が

行う中小企業指導事業に協力する者」から「中小企業の経営診断の業務に従事する者」に

変更された。また、それまでの「工鉱業部門」「商業部門」「情報部門」の 3 登録部門制度

が廃止され、一本化された。 

 法改定により、中小企業診断士の優先的な役割は、法律上の業務において「民間経営コ

ンサルタント」として自立できる競争力を有し、中小企業に不足する経営資源を補足する

ため、経営コンサルタントの民間市場を質・量ともに充実させる役割を担うものとなった。 

 平成 13 年度からの制度では、企業経営の重要事項についてのレベルアップを図り、国際

的な水準に見合う制度にすべく、実践的で高度な知識・能力を保有することを義務づけて

いる。 

 

（３）中小企業診断士の業務 

 中小企業診断士の基本的な業務は、上述の通り中小企業の経営の診断及び経営に関する

助言であり、併せて現状分析を踏まえた企業の成長戦略の策定や、その実行のためのアド

バイスである。また、中小企業と関係行政機関や金融機関等をつなぐパイプ役や、専門的

知識を活用しての中小企業施策の適切な活用支援等の幅広い活動が求められている。 

社団法人中小企業診断協会が平成 17 年 9 月に行った調査によると、中小企業診断士の実

際の業務内容は、経営指導が 27.5％、講演･教育訓練が21.9％、診断業務が 19.7％、調査･

研究業務が 12.8％、執筆業務が 11.6％となっている。 

 中小企業診断士の有資格者のうち、独立している者の割合は、平成 17 年 12 月時点で
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27.6％であり、7 割以上は独立開業を行わず、企業内に留まる「企業内診断士」となってお

り、他の国家資格である公認会計士、税理士等と比較して独立開業するものの割合が低い。

この理由としては、中小企業診断士の試験内容が経営やマーケティング全般に及び、ビジ

ネスパーソンとしての資質向上に直結するため、自己啓発を目的とした資格取得者が多い

こと、また業務の性質上、独立に際しては、相忚の実践的スキルが必要となることが挙げ

られる。 

 

（４）中小企業診断士制度の国際化 

中小企業診断士制度に期待する東アジア・ASEAN 諸国  

1996 年の第一フェーズに始まったタイにおける中小企業診断士及び中小企業診断士養成

事業は、2003 年 9 月の第四フェーズをもって終了した。インドネシアでは、2006 年 4 月

に始まった中小企業診断士研修コースの修了式が 10 月に行われた。また、タイの事業には、

JODC、JICA 等から派遣された多くの中小企業診断士がタイ工業省の TPA に専門家として

協力した。 

 インドネシアの場合は、JICA とインドネシア産業省中小企業総局が共催し、我が国の中

小企業診断士が協力し、将来 1 万人の中小企業診断士の育成を目指している。 

 アジア各国では経済基盤を支えるサポーティング･インダストリー（裾野産業）を担う中

小企業の育成･強化･底上げを国づくりの基本と考え、我が国中小企業診断士制度への注目

が集まっている。タイ、インドネシアに続きフィリピンでも同様な動きがあり、最近では

ベトナムも関心を示している。 

 この様な状況を踏まえ、経済産業省では中小企業診断士制度を｢アジア標準｣と位置付け、

東アジア・ASEAN での展開を検討中である。 

 タイ、インドネシアの事例に見られるように、現地事情の違いから厳密に言えば、我が

国の中小企業診断士制度の求めている内容とは一致していないが、制度の根幹･養成プロセ

ス自体は似通ったものとなっている。中小企業診断協会では、すでに一定の成果を挙げて

いるとはいえ、今後の様々な東アジア・ASEAN 諸国からの要請に忚えて中小企業専門家を

派遣するためには、現在以上の要請に忚じられる中小企業診断士の質と量の確保、要請に

即忚できる機関の充実が重要な課題になっている。 
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参考資料 3 中小企業診断手法の概略 

 

１． 診断の進め方 

 中小企業診断士による企業診断は、次に示すプロセス（予備診断―本診断―提言書―事

後診断・成果確認）で行うのが一般的である。しかし各段階は現場の要求に合わせて行う。

実際の問題として、限られた時間で行うには、画一的なプロセスをとらない場合もある。

常に問題意識をとらえながら、例えば、末端段階の問題をとらえても、それが基本的な問

題につながると判断される場合は、その事実をとらえ、基本問題までさかのぼり診断の過

程を進めていく場合が尐なくない。 

 

２． 診断のプロセス 

 ① 予備診断 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 本診断及び提言 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊SWOT（内部資源の強み･弱み、外部環境の機会・脅威分析）により 

経営面・環境面の概要把握 

外部要因（社会経済状況、外部関係、当該業界事情及び企業の概況） 

内部要因（経営目標、基本方針、組織の概況） 

＊財務諸表入手（2 期～3 期の損益計算書、貸借対照表、あればキャッシュ

フロー計算書から「成長性」「安定性」「生産性」｢収益性｣の4 項目を分析し、

同業･同規模企業の指標と比較して課題を抽出する） 

把握した課題に忚じた方法を持って 

経営管理・経営活動・工場活動の実態を、 

事実に基づいて分析総合し、 

諸事項の関連性を検討し、 

改善と方法とその実施の組織や段階を研究する。 

「仮説の検証を現場で行う」 

財務諸表分析と SWOT 分析、さらに経営者の課題認識の聞き取り調査から

診断重点の把握（課題の把握）本診断を行うに当たっての仮説をたてる。 

把握した課題に忚じた方法を持って 

経営管理・経営活動・工場活動の実態を、 

事実に基づいて分析総合し、 

諸事項の関連性を検討し、 

改善と方法とその実施の組織や段階を研究する。 

「仮説の検証を現場で行う」 

財務諸表分析と SWOT 分析、さらに経営者の課題認識の聞き取り調査から

診断重点の把握（課題の把握）本診断を行うに当たっての仮説をたてる。 

経営者と企業幹部へ改善提案を説明し、納得を得て実施計画を確認する。 
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③ 提言内容の事後診断、フォローアップ診断 

 

 

 

 

 

３． 予備診断 

 予備診断は、財務分析のための財務諸表 2 期～3 期分を入手し、経営者との面談から抱え

る課題の聞き取り調査及び SWOT 分析表を利用するケースが多い。併せて工場、現場を観

察、見学する。これらの目的は、経営活動がいかに行われているかを客観的に知る材料を

得ることであり、これは次の本診断に入るための重要な過程である。 

 通常、診断申し込みの趣旨、経緯、企業側が問題と考えている事項、並びにその企業の

設立経緯、資本金、業種、商品・製品などの概要を申込書に記載してもらう。グループ診

断の場合には、おおむね予備調査に基づき、それぞれの専門分野によってチームが編成さ

れる。 

 予備診断の結果、経営者の抱える問題として提言された内容が、財務分析など客観的な

分析と食い違うことがある。第一段階の予備調査は仮説を立てるための意味を持つので、

大局的、本質的、かつ目的のしっかりしたものでなくてはならない。次の本診断において

の診断重点課題を導き出すものであり、財務、生産、労務などの分野で、種々の測定に基

づいて問題を摘出し、それを総合的に判断しなければならない。 

 

４． 本診断・改善提案 

財務分析：2～3 期の損益計算書、貸借対照表、（キャッシュフロー計算書）から収益性、

成長性、生産性、安定性を中心に企業の実態と数字から、当該企業が抱える課題の仮説を

立てる。良いか悪いか、改善すべき点かどうかは同業種・同規模企業の標準指標との比較

が必要になる。標準指標がない場合、それに近いものを準備する必要がある。 

 

① 収益性 

売上高対総利益率＝総利益（粗利益）÷売上高×100 

経営資本回転率＝純売上高÷経営資本 

売上高対営業利益率＝営業利益÷純売上高×100 

総資本対経常利益率＝経常利益÷総資本×100 

「これらの数字は大きいほど良いとされるが、標準値との比較が必要である」。 

 

提言内容の進捗状況確認と経営者の意見を聞き取り、その結果により

提言内容の修正と補助助言を行う。「顧客満足度調査」とも言える。 
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② 安定性 

総資本対自己資本比率＝自己資本÷総資本×100 

売上高対支払利息率＝（支払利息・割引料－受取利息）÷純売上高×100 

固定長期適合率＝固定資産÷（自己資本＋長期借入金）×100 

「固定長期適合率は数字が小さいほど安定と判断される。投資などを自己資本と安

定的な借入金でまかなった事を意味し、小さいことは自己資金の範囲内で投資を行

ったことになる」。 

流動比率＝流動資産÷流動負債×100 

 

③ 成長性 

売上高前年比増加率＝（今年度÷前年度）×100－100 

経常利益前年比増加率＝（今年度経常利益÷前年度経常利益）×100－100 

総資産前年比増加率＝（今年度総資産÷前年度総資産）×100－100 

 

④ 生産性 

売上高人件費率＝人件費÷売上高×100 

  従業員一人当り年間売上高＝売上高÷従業員数 

  従業員一人当り月平均人件費＝月平均総人件費÷従業員数 

  「これらの数字は労働分配率と関連し利益三分轄（配当･投資・人件費）に照らし

て適当であるか判断される」。 

 

⑤ レーダーチャートによる比較 

レーダーチャートは、標準値に比べて診断先企業が悪いか良いのかを判断する場合

や経営者を説得するため、見える財務診断分析結果として有効に使われる。 

実際の診断での事例をあげる。 
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５．事後診断 

  理論的かつ実践的に優れた改善提案であって、経営者が了解したとしても、それはあ

くまで第三者の立場からの提案である。これを実際に生かし、改善効果を挙げられるか

どうかは、受診企業の企業努力いかんにかかっている。改善案を生かす意思や能力が無

ければ、絵に書いた餅にすぎない。 

  基本的には、経営者の理解と合理化意欲が必要なことは言うまでもない。しかし、現

実の問題としては、往々にして経営管理者を中心とした組織構成員に経営近代化に対す

る認識と意欲が欠けているために、効果をあげられないケースがしばしば見受けられる。 

  もちろん、経営合理化を進めるということは、管理者を含め一般従業員の日常の業務

や作業内容に対して、一種の矯正を求めることになる。合理化を迫られた人々からすれ

ば、経営者の一方的な要求だけでは抵抗を感じるかもしれない。 

  そのためにも、実効にあたっては、これらの人々に対する十分な理解と協力が欠かせ

ない。例えば、従来の業務が日々の帳簿や伝票整理、決算資料の作成にとどまっている

経理担当者に対しては、新たに予算統制、経営分析、利益計画などの管理資料の作成と

言う仕事が付加され、現場の職長は、直接作業のほかに最も苦手とする数字による作業

のチエックをしなければならない。 

  その意味からも今日、人材育成問題は日本のみならず、海外進出日系企業の経営にお

いて重要な課題となる。特に労働力の資質の問題は、企業が今後高付加価値分野へ指向

する場合に欠くことの出来ない重要な課題となる。しかし、中小企業では能力開発など

人材育成の問題は、直接生産や販売に結びつかない非生産的なものとして回避する傾向

がある。 

  従って、この様な企業では、今日のように日々変化する環境への対忚にも、後れを取

ることになり、従業員のモラールも低下し、定着率も悪化し、貴重な人材も外部流失し

てしまうことになる。 

  このように、今日では企業体質の改善は単に設備などの物質的な問題だけではなく、

人的能力を中心とした質的な面での改善が要求されることが多い。そのため、診断は単

に改善提案にとどまるのでなく、積極的なフォローアップ（事後診断）の段階まで進展

させていく必要がある。改善提案後も改善実効のための事後指導を進めるとともに、出

来るだけ機会をとらえ社内講習やミーティングなどを通じて、経営改善への考え方や具

体的な手法を指導するなど改善意欲を浸透させていかなければならない。中小企業診断

士と企業関係者が一体となって、はじめて改善提案が生きてくるのである。 

 

６．総合判断 

 企業を形作る構成要素は、人的要素と資本的要素の二つがある。さらにこれは、経営

活動の過程において機能面から販売活動、生産活動、購買活動として分化されていくこ

とになる。企業は機能の有機的な活動の基に運営されている。これらの一つの欠陥が企
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業活動全体の運営の円滑化に影響を与える場合が多い。そのため経営活動の実態を分析

する際にも、活動の一部分をとらえるのではなく、総合的に分析する必要がある。 

例えば、コスト低減したいと経営者の課題が提出された場合、その内容は経理･現場･

労務・購買等企業全体に及ぶ場合がある。しかし中小企業診断士は抽象的でなく具体的

な数字での改善提言でなくてはならないため、多くの要因から一番効果的な内容に絞っ

て改善を提言する場合もある。 

 

総合診断のスキーム 

 

予備診断 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本診断・改善提案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事後診断 

フォローアップ 

 

 

経営内部要因 

財務諸表 

市場調査、企業外の

資料等外部資料 

財務分析 計数分析 

総合・比較検討 

   

 

 

総合判断・改善提案 

改善提案後の修正･改善成果確認と将来取り組む経営

課題の提言他 
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